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福祉文教常任委員会議事録 

 

１ 日  時  令和２年９月１０日（木） 午前 ９時３０分 開会 

２ 場  所  太子町議会全員協議会室 

３ 出席委員  委 員 長    寺町 幸雄    副委員長  羽山 茂男 

        委  員    本  馨          斧田 秀明 

                阪口  寛          村井 浩二 

        議  長    森田 忠彦 

４ 欠席委員                
 
                        会 計 管 理 者 ５ 説 明 員  町    長  田中 祐二           林  達也 
                        兼 会 計 課 長 

        副 町 長  藤原  幹   税 務 課 長  林  達也 

        教 育 長  勝良 憲治   子育て支援課長  小路 展裕 

        総 務 部 長  小角 孝彦   福 祉 課 長  松岡 健一 

        まちづくり推進部長  村上 正規   高齢介護課長  武部 勝浩 

        健康福祉部長  子安 逸二   健康増進課長  松井  靖 

        教 育 次 長  池田 貴則   保険医療課長  子安 逸二 

        財 政 課 長  小角 孝彦   教育総務課長  池田 貴則 

６ 議会事務局  事 務 局 長  上田 周治   書 記  木下 雄平 

７ 傍 聴 者          中村 直幸           西田いく子 

                山田  強           建石 良明 

８ 会議に付した事件 

（１）認定第 ２ 号 平成３１年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

（２）認定第 ６ 号 平成３１年度太子町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

（３）認定第 ７ 号 平成３１年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

（４）議案第３３号 太子町子ども医療費の助成に関する条例中改正の件 

（５）議案第３４号 太子町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例中改正の件 

（６）議案第３５号 太子町重度障がい者の医療費の助成に関する条例中改正の件 

（７）議案第３６号 太子町国民健康保険条例中改正の件 
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（８）議案第３７号 太子町後期高齢者医療に関する条例中改正の件 

（９）議案第３８号 太子町介護保険条例中改正の件 

（10）議案第４０号 令和２年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

（11）議案第４１号 令和２年度太子町介護保険特別会計補正予算（第１号） 



－１９３－ 

                                       

午前 ９時３０分 開 会 

○寺町委員長 皆さん、おはようございます。 

 本日は福祉文教常任委員会を開催いたしましたところ、ご出席をいただきましてあり

がとうございます。 

 会議に先立ちまして、町長より挨拶を受けます。 

○田中町長 皆さん、おはようございます。 

 福祉文教常任委員会の開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方には早朝よりご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、本委員会に付託されました案件でございますが、決算認定としまして認定第２

号、平成３１年度太子町国民健康保険康保険特別会計歳入歳出決算認定について他２件、

条例案としまして議案第３３号、太子町子ども医療費の助成に関する条例中改正の件に

ついて他５件、予算案としまして議案第４０号、令和２年度太子町国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）他１件、以上、合わせまして１１件の議案でございます。何とぞ

よろしくご審議をいただき、ご認定並びにご議決賜りますようお願い申し上げまして、

簡単ではございますが、開会の挨拶とさせていただきます。 

○寺町委員長 本日は全員出席していただいておりますので、会議は成立いたしました。 

 これより委員会を開会いたします。 

 直ちに会議に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、決算認定案件が３件、条例案件が６件、補

正予算案件が２件の計１１件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

 まず、決算認定案件の認定第２号、平成３１年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について、これを議題といたします。 

 歳入歳出を通して説明を受けたいと思います。 

 本件について説明を求めます。 

○子安保険医療課長 おはようございます。 

 認定第２号、平成３１年度太子町国民健康保険特別会計決算につきまして、内容のご

説明を申し上げます。 

 それでは、まず、附属説明資料をお願いいたします。 

 １頁の歳入から説明させていただきます。 
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 表の一番下、歳入の合計でございますが、１４億８千２２６万３千円、前年度に比べ

まして４千９７３万円、３.５％の増となっております。これは、歳出の保険給付費が

増加したことで、その財源として大阪府から交付される保険給付費等交付金が増加した

ほか、平成３１年度の保険料の上昇を抑制するために、財政調整基金から繰り入れたこ

とたことで、基金繰入金が増加したことなどによるものでございます。 

 次に、歳入の主な内容でございますが、歳入の柱となります保険料は３億２千１５６

万２千円で、前年度と比べ４２４万７千円、１.３％の増となっております。増の主な

要因といたしましては、医療の高度化や被保険者の高齢化などによる大阪府域での医療

費の増加、また、全国的な介護給付費の伸びに伴い、増加する事業費納付金への対応と

して保険料率を引き上げたことなどによるものでございます。 

 次に、国庫支出金は７１万５千円、前年度に比べ皆増となっております。これは令和

３年３月から始まります医療機関や薬局の窓口でのオンライン資格確認に伴い、必要と

なる電算システムの改修に対する補助金でございます。 

 次に、府支出金は１０億１千７４１万円、前年度に比べて５千２９１万３千円、５.

５％の増となっております。増の要因といたしましては、国保の広域化に伴い、平成３

０年度から保険給付費等に必要となる財源は、原則として大阪府から保険給付費等交付

金として交付されておりますが、平成３１年度は歳出の保険給付費が前年度に比べ増加

したことに伴い、保険給付費等交付金が増加したことによるものとなっております。 

 次に、一般会計からの繰入金ですが、総額で１億６０２万４千円、前年度と比べて３

２８万５千円、３.０％の減となっております。減の主な要因といたしましては、事務

費に対する一般会計からの繰入金である職員給与費等繰入金の減によるものでございま

す。 

 次に、基金繰入金は１千万円で、前年度に比べ皆増となっております。これは、平成

３１年度は急激な保険料の上昇を抑制する目的といたしまして、国保財政調整基金から

１千万円を繰り入れたことによるものでございます。 

 最後に、諸収入でございますが、総額９３万６千円、前年度に比べ１４９万１千円、

６１.４％の減で、これは交通事故等の第三者行為賠償金の減少によるものとなってお

ります。 

 以上が歳入の主なものでございます。 

 次に２頁をお願いいたします。歳出でございます。 



－１９５－ 

 歳出の主な内容でございますが、まず、保険給付費で、総額が９億８千７１４万１千

円、前年度と比べまして５千９６２万１千円、６.４％の増となっております。増の主

な要因は医療の高度化や被保険者の高齢化等により、１人当たりの医療費が増加したこ

とで、保険給付費についても増加したことによるものとなっております。 

 次に、事業費納付金は、総額で４億２千２２８万７千円、前年度と比べ２千７５１万

５千円、７.０％の増となっております。これは、歳入の保険料の際にも申し上げまし

たが、大阪府域での医療費の増加や、全国的な介護給付費の増加によるものでございま

す。 

 次に、保健事業費ですが、１千７０６万３千円、前年度に比べて２７万４千円、１.

６％の増となっております。 

 また、基金積立金では２千５１８万４千円、前年度に比べて５６８万４千円、２９.

１％の増となっております。 

 最後に、諸支出金でございますが、総額３７８万円、前年度に比べ２千８６７万４千

円、８８.４％の減となっております。減の要因といたしましては、国保の財政運営が

広域化されたことで、療養給付費、国庫負担金などの受入れが太子町から大阪府に変わ

ったことで、本町の特別会計において、療養給付費、国庫負担金等の精算の必要がなく

なったことに伴い、国・府支出金等返還金が減となったものでございます。 

 以上、歳出合計１４億６千９２８万３千円で、前年度と比べまして６千２１８万９千

円、４.４％の増加となっております。また、実質収支では１千２９８万円の黒字決算

となっております。 

 次に、歳出の表の下に国保財政調整基金の状況を記載させていただいております。平

成３１年度末の基金残高は、前年度末に比べ２千５１８万４千円増の９千２万９千２２

０円となっております。 

 次に、頁右側、３頁をお願いいたします。 

 被保険者並びに３１年度中の被保険者の移動の状況を表しております。 

 ２、被保険者世帯数及び被保険者数の状況でございますが、世帯数で５４世帯、被保

険者数では１２３人の減少となっております。一般、退職被保険者ともに減少が続いて

おりますが、これは国保被保険者の高齢化に伴い、７５歳到達により後期高齢者医療保

険に移行される方が近年多くなっていることなどによるものでございます。 

 なお、退職被保険者等については、退職者医療制度の経過措置が平成３１年度をもっ
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て終了しております。 

 次の頁、４頁をお願いいたします。 

 こちらの頁につきましては、３頁の被保険者の異動の状況をグラフにしたものでござ

います。 

 次に右側、５頁でございます。 

 ５、保険料収納状況でございます。表頭の右から３列目が平成３１年度の収納率とな

っております。一般被保険者の現年度分で９６.４％、前年度より０.７ポイント上昇で、

１０年連続の上昇となっております。退職被保険者の現年分では、経過措置終了間際で、

被保険者が年間平均で２人と少ないこともあり、収納率は１００％となっております。 

 また、滞納繰越分につきましては、年間を通じたコールセンターによる滞納者への納

付勧奨や、大阪府域地方税講徴収機構と連携した収納対策など、この間の取組により滞

納整理が進んだことで滞納額自体が減少していることなどから、一般、退職を合わせた

全被保険者の滞納繰越分で４２.８％となり、前年度より３ポイントの上昇となってお

ります。 

 次に、６、保険料の１世帯当たり及び１人当たりの額ですが、１世帯当たりの保険料

は１７万３千７１７円、１人当たりの保険料は１０万２千１９６円となっております。

１世帯当たり、１人当たりともに前年度に比べ保険料は上昇いたしております。 

 なお、参考ではございますが、平成３０年度の一般被保険者１人当たりの保険者につ

いては、平成２９年度に引き続き大阪府内で１１番目になっております。 

 次に７、保険料の賦課状況の（２）保険料減免等の状況でございますが、非自発的失

業者に対する減免等のその他減免で２６件、金額にしまして１７８万３千２５８円とな

っております。政令軽減につきましては前年度より１１３世帯減の、合計で９８５世帯、

国保加入世帯全体の５３.９％の世帯が軽減を受けているということになっております。 

 次に、６頁をお願いいたします。 

 ８、一般被保険者に係る医療給付の状況でございます。平成３１年度の医療給付全体

の件数ですが、前年度と比べて７５４件、１.６％減の４万７千９３件となっておりま

す。費用額全体では１１億６千３０４万４千３８９円で、前年度と比べて５千９２３万

８千４１８円、５.４％の増となっております。 

 次に、７頁でございます。 

 ９、退職被保険者等に係る給付の状況でございます。退職被保険者等につきましては、
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被保険者の状況の説明の際にも申し上げましたが、退職者医療制度の経過措置が３１年

度をもって終了することとなることから、被保険者数の減少に伴い、医療給付の件数、

費用額ともに前年度より大幅に減少いたしております。件数では前年度に比べて２４４

件、９０.０％減の２７件、費用額では前年度に比べて４３４万７千４４３円、８４.

１％減の８２万３千７０円となっております。 

 次に８頁、最後の頁でございます。 

 一般被保険者１人当たりの医療費の推移をグラフで表しております。３７万４千３３

０円で、前年度に比べて３万８９３円、９.０％の増となっております。また、平成３

０年度の数字ということになりますが、一般被保険者の医療費は府内で４２番目、こち

らに記載はしておりませんが、退職被保険者の医療費につきましては府内で３８番目と

いう状況になっております。 

 それでは決算書のほうをお願いいたします。 

 まず、歳出からご説明を行います。２２０頁、２２１頁をお願いいたします。 

 １款総務費でございます。１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額７２７万６千

９８３円。一般管理事業の主なものといたしましては、被保険者証等の印刷、郵送料、

令和３年３月からのオンライン資格確認などに伴います電算システムプログラム変更委

託料、国保連合会への電算委託料、第三者行為に係る求償事務手数料並びに国保連合会

への市町村負担金となっております。 

 ２項徴収費、１目賦課徴収費、支出済額６４５万８千７９５円。賦課徴収事業の主な

ものといたしましては、納付書及び関係書類の印刷費、郵送料、口座振替手数料やコン

ビニ収納代行業務委託料、マルチペイメントネットワーク協議会負担金などとなってお

ります。 

 ３項運営協議会費、１目運営協議会費、支出済額８万４千円。次の頁、２２２、２２

３頁をお願いいたします。支出済額８万４千円は、平成３１年度開催の国保運営協議会

２回に係る委員報酬でございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、支出済額８億４千１

６２万９０１円、対前年度比６.５％の増となっております。 

 ２目退職被保険者等療養給付費、支出済額５８万５千３５４円、対前年度比８３.

４％の減となっております。一般被保険者療養給付費の増の主な要因は、被保険者数の

減少はあるものの、医療の高度化や被保険者の高齢化などにより、１人当たり医療費が
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前年度に比べ約９％と大幅に増加したことで、医療給付費も増となったものでございま

す。 

 また、退職被保険者等療養給付費は、退職者医療制度の経過措置が３１年度で終了す

ることから、年間平均の被保険者が２人と、非常に少なくなっていることによるもので

ございます。 

 ３目一般被保険者療養費、支出済額１千５６７万２千５９８円、対前年度比１４.

９％の減となっております。 

 ４目退職被保険者等療養費につきましては、平成３１年度は支出がございませんでし

た。 

 ５目審査支払手数料、支出済額２０７万２千２０１円、対前年度比５.０％の増とな

っております。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、支出済額１億１千９５０万５０８円、

対前年度比１３.３％の増となっております。 

 ２目退職被保険者等高額療養費、支出済額９万１千５３３円、対前年度比７０.８％

の減となっております。 

 次の頁をお願いいたします。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費、支出済額５万８千７９円、対前年度比１０

７％の増となっております。 

 ４目退職被保険者等高額介護合算療養費につきましては、３１年度につきましては支

出はございませんでした。 

 ３項助産諸費、１目出産育児一時金、支出済額５００万８千円は、被保険者が出産し

た際に、出産した子ども１人につき４２万円が出産育児一時金として支給されるもので、

平成３１年度は１２人となっております。 

 ４項葬祭諸費、１目葬祭費、支出済額４５万円は、被保険者が亡くなられた際に葬祭

費が支給され、平成３１年度は９件となってございます。こちらにつきましては１件当

たり５万円の支給となっております。 

 ５項精神・結核医療給付金、１目精神・結核医療給付金、支出済額２０８万１千７８

１件は、障害者総合支援法による自立支援医療の精神通院医療費及び感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく結核医療費に係る本人負担分を補助す

る任意給付となってございます。 
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 ６項移送費につきましては一般及び退職被保険者ともに、昨年度に引き続き３１年度

も支出はございませんでした。 

 次の頁、２２６、２２７頁をお願いいたします。 

 ３款国民健康保険事業費納付金は、本町が収納いたしました保険料や、一般会計から

の保険基盤安定繰入金など、大阪府に納付するための納付金となっております。 

 １項医療給付費分、１目一般被保険者医療給付費分、支出済額２億９千１１２万８千

５１３円、対前年度比４.４％の増となっております。 

 ２目退職被保険者等医療給付費分、支出済額２０万６千２１円、対前年度比８７.

５％の減となっております。 

 ２項後期高齢者支援金等分、１目一般被保険者後期高齢者支援金等分、支出済額９千

３８８万１千５５１円、対前年度比８.４％の増となっております。 

 ２目退職被保険者等後期高齢者支援金等分、支出済額６万９千９１４円、対前年度比

８７.４％の減となっております。 

 ３項介護納付金分、１目介護納付金、支出済額３千７００万５７３円、対前年度比３

６.１％の増でございます。 

 ４款共同事業拠出金でございます。次の頁をお願いいたします。 

 １項共同事業拠出金、１目その他共同事業拠出金、支出済額１６０円は、退職者医療

制度に係る事務費拠出金となってございます。 

 ５款保健事業費、１項保健事業費、１目疾病予防費、支出済額２９０万５千１４２円

は、エイズ予防パンフレットの作成費及び医療費通知を年６回実施した費用と、これに

対する郵送料ほか、総合健康診断の委託料として人間ドックの半額補助を行っておりま

す。この人間ドックの受診者につきましては、平成３１年度は１１０件の実績でござい

ます。 

 ２項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費、支出済額１千４１５万８千

３９８円は、特定健康診査受診者８８５人分に対する費用のほか、特定保健指導に関す

る費用を支出いたしております。平成３１年度の特定健診受診率は７月末時点で３６.

９％となっております。 

 なお、受診率の数値につきましては国からの確定数値が公表されておりませんことか

ら、今後変更されることもある点に留意いただきますようお願いいたします。 

 次の頁、２３０、２３１頁をお願いいたします。 
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 ６款基金積立金、１項基金積立金、１目財政調整基金積立金、支出済額２千５１８万

４千円は、財政調整基金への積立金となっております。 

 ７款公債費、１項公債費、１目利子、支出済額８千１４０円は、年間を通じて保険給

付費等の支払いに係る資金不足を補うための財政調整基金の繰替運用に係る利子でござ

います。 

 ８款諸支出金、１項償還金及び還付加算、１目一般被保険者保険料還付金、支出済額

７０万３千２６０円は、過年度分に係る３２件分の保険料還付金となってございます。 

 ２目退職被保険者等保険料還付金の支出はございませんでした。 

 ３目償還金、支出済額３０７万７千円は、平成３１年２月に受検いたしました会計検

査院実地検査に伴う国への返還金などでございます。 

 ９款予備費につきましては、３１年度は充用はございませんでした。 

 歳出につきましては以上でございます。 

 続いて歳入でございます。２１２、２１３頁をお願いいたします。 

 １款国民健康保険料、１項国民健康保険料、１目一般被保険者国民健康保険料の現年

分で、１節医療給付費分の収入済額が２億１千１１９万７２８円、２節後期高齢者支援

金分で７千１４０万２０６円、３節介護納付金分で２千３９１万９千４４９円の収入と

なっており、これらを合わせました現年分の収納率につきましては９６.４％となって

おります。 

 また、滞納繰越分といたしましては、４節医療給付費分で９６２万９千５８４円、５

節後期高齢者支援金分で３４１万５千５０円、６節介護納付金分で１８５万１千２円の

収入となっております。 

 なお、滞納繰越分のうち不納欠損額として１９９万４５７円を処理しております。こ

れら不納欠損処理につきましては、転出等による居所不明や死亡等で整理のついたもの

のほか、生活困窮、破産等による財産処分により徴収不能な保険料について処理をいた

しております。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険料でございます。現年度分といたしまして、１節医

療給付費分で収入済額が５万８千３５０円、２節後期高齢者支援金分で１万９千７４７

円、３節介護納付金分で１万８千９３０円の収入となっており、これらの収納率は１０

０％となっております。 

 また、滞納繰越分の収入済額といたしまして、４節医療給付費分で２万９千８９２円、
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５節後期高齢者支援金分で１万４千９３円、６節介護納付金分で１万５千３５５円とな

っております。 

 次に、２款一部負担金の収入でございますが、平成３１年度は収入がございませんで

した。 

 次に２１４、２１５頁をお願いいたします。 

 ３款使用料及び手数料、１項手数料、収入済額１６万９千８００円は、その全額が２

目の督促手数料の収入となっております。 

 ４款府支出基金、１項府補助金、１目保険給付費等交付金、収入済額１０億１千６０

３万１千７８８円は、本町が行う保険給付や保健事業に必要な財源として大阪府から交

付されたものでございます。 

 １節保険給付費等交付金の普通交付金、収入済額９億９千５１７万７８８円となって

おります。 

 ２節保険給付費等交付金の特別交付金で、収入済額２千８６万１千円は、国の保険者

努力支援制度に係る交付金や特別調整交付金、特定健診等に係る国・府の負担金などと

なってございます。 

 ２目国保事業助成補助金、収入済額１３７万７千９０４円、これは経過措置期間中の

老人医療費助成事業のほか、重度障がい者やひとり親家庭事業費助成の実施に伴う医療

費負担の増加に対する府補助金となっております。 

 次に、５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金。収入済額７千５０５

円は、財政調整基金より生じました預金利子となってございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、収入済額１億６０２万３千８

７７円、１節保険基盤安定繰入金、保険料軽減分で５千１万３千９１１円、保険料軽減

世帯に対するものとなっており、対象世帯は９８５世帯分となっております。 

 ２節保険基盤安定繰入金保険者支援分で２千８０５万８千９２５円、これは保険料低

減の対象となる１人当たりの保険料調定額の割合に応じて支援されるものとなってござ

います。 

 ３節職員給与費等繰入金１千２３９万６千６３３円は、一般管理費及び賦課徴収費の

事務費に充当いたしております。 

 ４節出産育児一時金等繰入金６７２万円は、出産育児一時金の地方財政措置されてい

る３分の２を繰り入れております。 
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 次の頁、２１６、２１７頁をお願いいたします。 

 ５節財政安定化支援事業繰入金３６９万１千１７６円は、６０歳以上の高齢者の割合

に応じて地方交付税措置されたものを繰り入れております。 

 ６節その他一般会計繰入金５１４万３千２３２円は、毎年８月に実施いたしておりま

すとくとく健診の特定健診とのセット検診を行っております、がん検診にかかる費用１

７３万９千６２８円のほか、保険料の町独自減免等に対する費用１７８万３千２５８円

に加え、地方単独事業実施に係る国庫負担金減額調整分の補塡で、１６２万３４６円を

繰り入れております。なお、減免世帯は２６世帯となっております。 

 ２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金１千万円は、大阪府が行う平成３１年度の

統一及び標準保険料率の本算定により、本町被保険者１人当たり保険料が、前年度に比

べ約６％の上昇が見込まれたことから、急激な保険料上昇を抑制する目的で基金から繰

入れを行ったものでございます。 

 ７款繰越金、１項繰越金、１目療養給付費等交付金繰越金は収入がございませんでし

た。 

 ２目その他繰越金、収入済額２千５４３万９千１１円は、平成３０年度からの繰越金

となっております。 

 ８款諸収入でございます。１項延滞金加算金及び過料９１万２千３８５円で、全額が

１目の一般被保険者に係る延滞金となっております。 

 一番下、３項雑入でございます。次の頁をお願いいたします。２１８、２１９頁でご

ざいます。 

 １目雑入、収入済額２万３千５０１円、これは第三者行為の交通事故等による返還金

などの収入となっております。 

 次に、９款国庫支出金、１項国庫補助金、１目システム開発費等補助金、収入済額７

１万５千円は、１節社会保障税番号制度システム整備費補助金で、令和３年３月からの

オンライン資格確認に伴う電算システムの改修費に対する補助金でございます。 

 簡単ではございますが、平成３１年度太子町国民健康保険歳入歳出決算歳入歳出決算

の説明は以上となります。何とぞよろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し

上げます。 

 以上でございます。 

○寺町委員長 ただいま、歳入歳出の説明がありました。 
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 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○斧田委員 この保険料を決定するに当たってなんですけれども、平成３０年度から大阪

府が示す統一保険料率っていうふうなものが言われていたかと思うのですけれども、府

内での状況というんですか、どのようになっているか、まず、教えていただきたいと思

います。 

○子安保険医療課長 平成３０年度からの国保の広域化に伴って創設されました統一保険

料率についてのご質問でございます。 

 平成３１年度の国保の統一保険料率、これを、それぞれの市の保険料率という形で採

用している市町村につきましては、現在の情報によりますと８市町村となっております。

具体的に申し上げますと、岸和田市のほか貝塚市、守口市、泉佐野市、高石市、藤井寺

市、島本町、阪南市の８市町村となってございます。また、統一保険料率に公費による

激変緩和、これを反映させた料率でございます標準保険料率と呼ばれるものですけれど

も、この料率を平成３１年度の保険料率として採用している市町村につきましては６市

町ございまして、具体的にこちらも申し上げますと、泉大津市のほか柏原市、羽曳野市、

交野市、忠岡町、岬町の６市町となっております。それ以外２９市町村、本町も含めて

でございますが、独自の料率を採用しているという状況になっております。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。今後の太子町を考えたときに、今の府内の状況とか

も含めて、本町の考え方というんですか、何かあれば聞かしていただきたいと思うので

すけれども。 

○子安保険医療課長 今後の町としての、具体的に申し上げますと、保険料率等に対する

考え方についてのご質問でございます。 

 今年度といいますか、平成３１年度からになるんですけれども、統一保険料率並びに

標準保険料率、大阪府のほうから示されておりますが、そこまで引き上げるに当たって

は、町の判断としてはかなり大幅な引き上げになるということで、基金のほうを活用さ

せていただきながら、なるべく緩やかといいますか、平準化した形で、令和６年の完全

な保険料の統一に向けて取り組んでまいりたいというように考えているところでござい

ます。先ほど来、ご説明にも申し上げましたように、平成３１年度では大阪府のほうか

ら示されております標準保険料率、こちらに合わすこととなれば、約６％程度保険料率
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を引き上げなければならない状況でございましたので、基金から１千万円繰り入れさせ

ていただいて、６％上昇すると見込まれる部分を、約３％前後まで保険料の上昇を抑制

したところでございます。 

 ちなみに、令和２年度でございますが、令和２年度の保険料につきましては、当初予

算編成時の時点で、先ほども申し上げました標準保険料率に本町の料率を合わせるとい

うことになりますと、その際には約８％程度引き上げなければならないという状況が見

込まれたところでございます。したがいまして、令和２年度に関しましては、当初予算

で１千３００万円の基金繰入金を計上させていただいて、保険料の上昇を８％から約半

分の４％前後にまで抑制するといった形で保険料のほうを設定いたしております。今後

におきましても、できるだけ急な保険料上昇、こういったことにならないように、なる

べく平準化するような形で、現在ある基金を活用しながら対応してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○斧田委員 今もう、既にお話の中で、対応していくための部分として基金のほうが出て

きているんですけれども、府説明資料の２頁の下のところの基金の状況というふうなこ

とで表があるんですけれども、この決算において、かなり積立てのほうも大きくできた、

また、今後について、先ほども既に一部説明はしてもらっているんですけれども、今後

の活用の仕方についても、もう一度教えてもらえたらなと思うのですけれども。 

○子安保険医療課長 基金の今後の活用ということでよろしいですか。 

○斧田委員 そうですね。 

○子安保険医療課長 基金の今後の活用についてのご質問ございます。 

 今、斧田委員のご質問にもありましたように、平成３１年度末時点におきましては、

国保の財政調整基金が約９千万円程度ございます。今後の基金活用につきましては、こ

れまで広域化される前は、この財政調整基金につきましては保険給付費の急激な増加な

ど、緊急に必要な財政需要への対応をすることを主な基金の設置目的として活用してお

りますが、現在、大阪府内の市町村に関しましてはといいますか、全国的ではないです、

すいません、国保に関しましては、その財政運営が都道府県化されており、広域化され

ております。広域化後につきましては、この基金の活用方法につきましては、本町が行

います保険給付あるいは保険事業、こういったものに関しましては、全て大阪府のほう

から交付金が交付されるということとなることから、具体的に申し上げますと、予定し
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ていた保険料が収入できなかった場合、そういった場合に、大阪府に納付する事業費納

付金、これを十分に賄うことができないといったような状況になりますと、この基金を

活用するといったこと、あるいは町独自で新たな保険事業を負っていると、こういった

ところで、この基金としては活用できるということになっております。 

 このように、広域化によりまして保険給付や保険事業に係る財源が大阪府のほうから

交付されることとなりましたので、ただいま申し上げましたように、保険料収入への減

少への対応、あるいは予測し得ない事態への対応のための財源調整、こういったものが

なくなるわけではございませんので、根拠としても、今後一定程度、現在９千万円ござ

いますが、財政調整基金については確保していく必要があるものであると考えておりま

す。 

○斧田委員 どうもありがとうございます。今後、見込みというんですかね、そういうよ

うな形での対応もよろしくお願いします。 

 それと、すいません、附属説明資料の４頁のところの、現在までの被保険者数等の状

況なんですけれども、やはり、当然こういうふうな時代ですので、右肩下がりというん

ですかね、の見込みというのは今後もずっと続いていくと考えられていますか。 

○子安保険医療課長 被保険者の状況でございます。近年、被保険者の高齢化、あるいは

社会保険の加入要件の緩和、こういったこともあり、近年、ずっと国保の被保険者、こ

れについては減少が続いているというところでございます。こうしたこともあって、国

において今回といいますか、平成３０年度からの広域化、この辺のところにつながって

いるのかなと考えております。当然のことながら、本町のみならず全ての市町村、都道

府県で、住民さんといいますか、被保険者の高齢化というのが進んでおりますので、今

後においても国保の被保険者の減少というのは続いていくものと見込んでおります。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 あと、次の５頁にもちょっと関連するんですけれども、収納状況の中で滞納の徴収に

ついて、徴収機構の関係のことでかなり活躍があったので、徴収率の向上があったとい

うふうな説明があったのですけれども、その徴収機構についてなんですけれども、うち

の職員とかとの関わりというんですか、そういうのもちょっと教えていただけたらと思

うのですが。 

○子安保険医療課長 大阪府域地方税徴収機構という組織というのをつくって、本町とい
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いますか、保険医療課につきましても平成２９年度から、こちらの大阪府域地方税徴収

機構と連携して徴収に当たっているところでございます。具体的なことを申し上げます

と、大阪府職員と大阪府下の参加団体の市町村の職員、これが相互に併任の発令をして、

全ての市町村の身分をもって各市町村から出されております滞納案件、これの解決に向

けて取り組んでいるというところでございます。平成３１年度に関しましては、これは

保険医療課の分だけになってしまうんですけれども、実際に２３件の滞納案件を地方税

徴収機構のほうに引き継いでおります。その効果といいますか、結果に関しましては、

この２３件のうち１０件が完納、全てお支払いいただいたという形になっております。

また、分納中という方が４件、また、給与の差押えという形になっている方が１件、ま

た、現在も引き続き交渉中という方が５件、生活保護になられた方が１件などというよ

うな状況に、今、平成３１年度の実績としてはなっております。 

 以上です。 

○斧田委員 どうもありがとうございました。 

○寺町委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 今の収納、滞納のところの、これ、住民さんから事前に相談という件数って、

窓口っていう、そういうのはあるんですか。 

○子安保険医療課長 滞納に当たっての事前の相談、この本町ではなくて、府の分という

ことですかね。 

○村井委員 滞納もしくは国保全般の相談、そして保険料がちょっと高額過ぎるとか、そ

ういうようなところの相談、これは今の滞納のところも、事が起こってから対応するの

か、起こる、ちょっと事前に相談に来られているのか、そういうところのケースがある

のかというのを、ちょっとあれば、また教えてください。 

○子安保険医療課長 中心になるのが、保険料の滞納の関係が中心になってくるのかとは

思いますけれども、保険医療課の国保の関係だけで、約、ざっくりとした言い方ですけ

れども、滞納されている世帯が約１００世帯程度ございます。そういった方に関しまし

ては随時、当然、何ていうんですか、納付相談という形で、窓口で相談させていただい

ております。加えて、３０年度からの新たな取組といたしまして、滞納に行く手前で何

とかとどめたいということで、当該年度分、現年分に、例えば歯抜けの状態で保険料が、

納付してくれはるときもあるし、納付してくれない、こういったケースについても、極

力電話等で、事前といいますかね、滞納にいく前に勧奨することで、なるべく滞納に行



－２０７－ 

かないような形にさせていただいております。 

 また、滞納という以前に、自ら、今年、例えば収入が減ったということで、この後の

支払い、ちょっとしんどいのだからということで、事前に窓口にご相談に来られる方も

当然いらっしゃいます。そういった方々につきまして、事情のほうをお聞きした上で、

納付の猶予であるとか分納、こういったところの相談をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○村井委員 窓口に相談に来られるという今の説明、答弁あったの件で、窓口に相談に来

られるいうことは、結構、切羽詰まって来られている住民さんが多いと思うんです。そ

の辺、例えば、何ていうか、職員さんの対応とかも大変やと思うのですけれども、そこ

が本当の最前線のという、ちょっと、生活困窮されている方の救いの、何とかというと

ころなんでね、これから、今の被保険者の数で、世帯数、保険料率のこと考えたら、や

はりこれから増えてくるというふうな感じのことを私は思うとるんで、その辺、窓口で、

ケース・バイ・ケースになるかとは思うのですけれども、しっかりした対応を。それと

そういう気遣いできる対応のところをお願いしておきます。 

○寺町委員長 ほかにございませんか。 

○阪口委員 国保料自体が、全国的にもやはり高過ぎるということで、非常に、いろいろ

困難な状況も出ておるわけですけれども、太子町は、先ほどの説明では、大阪府内では

１所帯当たり、１人当たり、大体、府内で１１番目というようなことだったんですけれ

ども、今年度なんでしょうか。それと、資料なんかを見ていたら、割と低所得者世帯の

保険料は低いように見えるんですけれども、これを、大体１１番目いうのはどのように

して出した数字なんでしょうか。 

○子安保険医療課長 今ご質問いただきました、冒頭の私の決算の説明の中で申し上げま

した、保険料の１１番目という説明ですが、この１１番目という数字につきましては、

今現在、保険料として数値の取りまとめができているのが平成３０年度まででございま

す。今ご審議いただいています３１年度の大阪府域、あるいは日本全国での数値の集計

というのはまだこれからになりますので、ご紹介させていただいたのは、繰り返しにな

りますが、３０年度のデータでございます。 

 また、このデータにつきましては一般被保険者のデータとなっておりまして、この一

般被保険者の方の調定額を一般被保険者の人数で割った１人当たりの保険料、これがた

だいま申し上げました１１番目、上から１１番目、高いほうから１１番目の位置に太子
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町のほうがあるというところでございます。 

 また、参考までに申し上げますと１世帯当たりの保険料、１世帯での保険料、これで

申し上げますと１６万７千１６７円で、上から５番目というところになってございます。 

 以上でございます。 

○阪口委員 基金を使って半分に抑えたんかな、６％を３％に、そういうことの努力はさ

れておるんですけれども、やはり、高い保険料になっているというふうに思うのですよ。

それで、太子町として資格証明書の発行とか短期保険証の発行は、その辺りはどうなっ

ているんでしょうか。 

○子安保険医療課長 失礼しました。今ご質問いただきました短期証あるいは資格証明書

の発行でございます。 

 短期証につきましては、毎年１１月の被保険者証の更新の際に、過年度分の保険料に

未納のある方、なおかつ保険料の納付相談等に応じていただけない方などを中心に、有

効期間の短い、通常３か月の有効期限にさせていただいておりますが、有効期限の短い、

いわゆる短期証をお出しさせていただいています。 

 令和２年３月末時点、平成３１年度末時点での短期証の発行状況でございますが、世

帯数で申し上げますと６４世帯、人数では９８人の方に短期証をお出しいたしておりま

す。また、ご質問にありました資格証明書、こちらのほうに関しましては町のほうでは

取り扱っておらず、発行のほうはしておりません。 

 以上でございます。 

○阪口委員 それと、先ほど徴収機構で差押えもやっているということだったんですけれ

ども、徴収機構がやられたのは１件だけ、全体ではどれぐらいの差押えがあったのでし

ょうか。 

○子安保険医療課長 すいません、先ほども若干、徴収機構の組織のほうでも触れました

が、徴収機構という団体があるわけではなくして、職員が集まって、お互いに併任をか

けることによって、それぞれの市町村なりの身分を有するという形で活動をさせていた

だいておりますので、徴収機構が差し押さえるということが法律上できない形になって

おります。徴収機構の活動の中で差押えが必要となれば、それぞれの団体が差押えを行

うという形になってございます。 

 平成３１年度に差押えをいたしました件数でございますが、太子町の保険医療課では

５件差押えを行っております。内訳を申し上げますと、預貯金の差押えが２件、あと、
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給与の差押えが３件となっております。また、この５件のうち、実際の換価、いわゆる

現金化している部分につきましては４件となっており、残る１件につきましては差押え

をしながら相手の方と現在交渉をしているというような状況でございます。 

 以上です。 

○阪口委員 差し押さえたらかなりきついと思うのですけれども、状況ですね、どんな状

況の方にどのように差押え、今ちょっと、預金とかいろいろ言われましたけれども、生

活との関係はどんなものなんでしょうか。 

○子安保険医療課長 なかなかそこも、どういうふうになれば差押えになるという線引き

というのは、我々、実際に実務をしている立場としても非常に判断に困るところではご

ざいます。ただ、先ほど来申し上げておりますように、納付相談、未納があるので窓口

のほうにおいでいただけませんかという形で勧奨を行っても一切応じていただけない、

あるいは分納の誓約、今後毎月２万円ずつ支払っていきますとお約束さしていただいて

も一切納付していただけない、そういった方々に関しましては、まずは財産調査をさせ

ていただき、預貯金等があれば差押えという形に進んでまいります。それに至る状況と

いうのはそれぞれケース・バイ・ケースになるかとは思うのですけれども、そういう状

況になっています。 

 差し押さえて、そうしたらすぐに現金化するのかということでございますけれども、

先ほども言いましたように、まずはご相談というのを前提にさせていただいております。

その中で、本人が、それなら現金化してくれというようなケースもありますし、幾ら幾

らずつであったら払えるということで、給与等を差し押さえる範囲で、差押えができな

い金額というのは当然ございますので、それは当然差し押さえできないんですけれども、

それの残りの部分を全て、そうしたら給与を差し押さえるのかというと、そうではなく

て、差し押さえた段階で相手の方とご相談いただいて、相手の方の生活、これが維持で

きる範囲の中で給与の差押えのほうも現金化していくというふうなことで、あくまでも

お話合いをベースに進めているというのが実態でございます。 

 以上です。 

○阪口委員 相談しつつやっていただいているということで、ぜひそのように、十分、相

手さんのことも考えて進めていっていただきたいと思います。 

 それと、これはちょっと単に質問なんですけれども、１人当たりの医療費の推移いう

のが、これは３０年度から、８頁の表を見たら、３１年度、かなり急なカーブで上がっ
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ているんですけれども、これ、何か原因があるのかどうかいうことと、先ほど説明で、

府内で１人当たりの医療費が４２番目とおっしゃっていたんですね、一番低いほうだと

思うのですけれども、低いにも関わらず、何で保険料が高いかいうのがいつも疑問なん

ですけれども、その辺はどうお考えなんでしょうか。 

○子安保険医療課長 まず、１つ目の１人当たり医療費の伸びについてでございます。３

１年度に関しましては３７万４千３３０円ということで、平成３０年度に比べて９％程

度の伸びとなっております。一般的によく言われるのが２％から３％ずつ、毎年医療費

というのは伸びていくというふうに言われておりますので、それに比べましてもかなり

大きな伸びとなってございます。これを見るときに、３１年度だけを見ますと急激に

９％伸びたというふうに当然見えるわけなんですけれども、この比較しております３０

年度、これに関しましては２９年度と比べて下がるというような状況が発生しておりま

す。いろいろな分析なりさせてはいただいておるんですけれども、大阪府の国保連合会

等々に問い合わせたりとか、させていただいているんですけれども、実際のところはよ

く、この、特に３０年度下がった理由というのがはっきりしないというのが実態でござ

います。１つには３０年度に薬価が引き下げられているというのがございます。１.

６％程度、前年度に比べて引き下げられておりますが、それでしたらこれだけ下がるの

かとかいうふうには到底思えない部分もございますので、１つの要因ではあろうとは思

いますけれども、そういった形で３０年度が下がった、それに比べて３１年度は伸びた

ので、より一層急激な伸びに見えているというふうに考えております。 

 といいますのも、我々、太子町の国保の団体というのは、やはり府内でも小規模な団

体であるといったところから、被保険者の受診行動、こういったところが如実にこうい

った数字に出てしまう、小規模団体であるがゆえに、そういう形がございます。このグ

ラフにつきましても、１年１年見るのではなくして、例えば５年ぐらいで、長いトレン

ドで見ていただきますと、やはり１年当たりは２％から３％程度伸びているということ

で、１年の動きではがたがたと上下はするんですけれども、ある程度期間をもって見て

いくと、一般的にいわれている２％前後の医療費の伸びになっているのかなと考えてお

ります。 

 以上でございます。もう一つは。 

○阪口委員 １人当たりの医療費が４２番目だということなんですけれども、医療費が低

いのになぜ保険料が高いかいう、単純な疑問なんですけれども。 
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○子安保険医療課長 医療費が低い要因につきましては、やはり保険医療課だけではござ

いませんが、介護部門の取組、あるいは保険医療課においてもとくとく健診をはじめ、

様々な保険事業、こういったものの効果が合わさって、当然、医療費の４２番目という

数字になってきているのかなと考えております。今、それに対して、なぜ保険料が高い

のかというご質問でございます。 

 太子町に関しましては、１つの要因といたしまして、府内の中でも比較的一人ひとり

の所得が割りと高うございます。そういったこともありまして、今現在は同じにはなっ

ておりませんけれども、仮に同じ料率で統一されたとしても、比較的高所得の人が多い

関係上、１人当たりに直していくと、どうしても１人当たり保険料は他の地域に比べて

も高くなる傾向がどうしても出てきます。その影響もあって、今ご指摘いただいている

ような１人当たりの保険料が高いのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○寺町委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 今の答弁の中でも、当初から保険料の値上げの抑制というところで、いろい

ろ繰入れや何や言って、事務作業ですね、事務作業というか、そういうところで工夫し

ながらやっているというところで、やはり今、健康増進課と、先ほど答弁にありました

とくとく健診、特定健康審査を含めたところの事業を進めていくというところで、やは

り、小規模団体だからこそ効果が出しやすいというところがあるかと思うのですけれど

も、その辺、健康増進課長も今日来られているというので、その辺の部署の連携という

ところで、これからのお考えというのを教えていただければということで。 

 ごめんなさい、もう１個。それと、阪口委員の、費用もそうなんですけれども、件数

が増えているというところなんですよね、とくとく健診、これを進めてきているんです

けれども、件数も増えてきている、給付件数ですね。高額の件数も増えてきている、高

額の件数を抑制したら、ああ、何か効果あったのかなということもあるんですけれども、

それこそ増えているというので、効果検証といったことでもなかなか数字に表れにくい

事業やと思うのですけれども、その辺はちょっとまた、お考えあれば、意気込みでもい

いですし、お願いします。 

○子安保険医療課長 非常に難しいご質問をいただいて、ありがとうございます。私ども

保険医療課と健康増進課の連携というところで、まずお答えをさせていただきます。 

 これまでにも、今ご紹介ありましたとくとく健診でございますとか、それの結果相談
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会、特定保健指導を含めてやっております。その際にも両課の課員がそれぞれ出まして

対応するなど、連携した取組も進めております。また、今後もコロナの関係で聖徳市が

全然開かれないということで、私ども毎回、健康増進課並びに保険医療課の職員で健康

ブースを聖徳市のほうで毎回設置させていただいております。そういった部分など、保

険部門に完全にお任せするのではなくして、保険医療課の職員も一緒になって取り組む

というようなところで、連携という形で取組をさせていただいております。あと、件数

が増加しているという件でございます。そちらにつきましてもなかなか、何で増えてい

るのかというところも、一概に分析している中ではっきりしない部分ではございます。 

 ただ、申し上げていますように、保険事業としてとくとく健診、また、３１年度に関

しては冬にも、１日だけですけれども特定健診を、国保、後期の被保険者の方を対象に

やらせていただきました。令和２年度も同様に、コロナの影響さえなければ実施したい

と考えております。このような取組を続けて、当然、医療費もそうなんですけれども、

そういった件数なんかも少なくしていけるように取り組んでまいりたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○村井委員 そこで、例えば国保被保険者の方の中で、とくとく健診を含めて特定健康審

査を受けられた方、三十八点何％と言われたかな、特定以外の、６割ぐらい方がいらっ

しゃる、その中で高額医療の割合というのは、検査を受けられていない、要するに高額

医療のやつ、いや、検査を受けられた方で高額医療は何人ですかねとか、そういうデー

タとかは把握されているんですか。統計をとられているとか。 

○子安保険医療課長 今、ご指摘のありましたデータ、保険医療課のほうで分析なりして

いるのかというところでございます。実際のところを申し上げますと、そこまでの分析、

健康増進課においてもなかなかできていないのが実態かと思います。ただ、国の動きと

いたしましても、今現在、国保連合会でありますとか、町のほうにもございますが、国

保データベースシステムというのが整理されております。これにつきましては国保の被

保険者の方のレセプト、診療報酬明細等々が全て蓄積されており、それを活用すること

によって、地域性であるとか、太子町の地域は糖尿病の方が多いとか、高血圧の方が多

いとかいう分析に活用できるようなシステムになっているということですので、今後、

この辺のところも活用しながら保険医療推進に役立てていけたらというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 
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○村井委員 私たちの年代も、夏のとくとく健診というの、やはり年相応になってきたら

そういう話題が出てくるんですね。受診するのだという、私の周りの住民さんも増えて

きています。これこそ、なかなか数字に出てこないかと思うんです。上がりにくいかと

思うのですけれどもね、粘り強くこれからもやっていただきますようお願いしておきま

す。 

○寺町委員長 ほかにございませんか。 

○阪口委員 先ほど、滞納者に対して相談をずっとされておられると、滞納になりかけて

いる方に対しても相談をされているということなんですけれども、そういうことで親切

にやっていただきたいんですけれども、この決算とは直接関係ないんですけれども、新

型コロナ感染が広がる中で、全国的には保険料が払えないような方は、なかなか受診も

しにくいと。コロナの自覚症状かどうか分からんけれども、自覚症状あると、熱とか、

そやけれども病院には行けないという方もおられますので、どういうのか、そういうの

も含めてちょっと対応もしてほしいし、太子町ではそういう事例というのか、相談事の

中で、受診抑制、病院行かれないと、そういうような方はおられるんでしょうか。 

○子安保険医療課長 今、ご質問をいただきました、コロナ感染症に限らず、生活困窮

等々によりまして、受診したくてもできないというような方々でございますけれども、

今のところ町のほうに、保険医療課のほうにそういったご相談等は入っておりません。 

 コロナに限らず、町のほうには、収入減少された方に対する保険料の町独自の減免、

あるいは医療機関における一部負担金、３割なり２割のご負担をいただく形になるんで

すけれども、その一部負担金の納付猶予、減免等の制度も設けてございますので、今現

状として、そういったご相談等は受けてはおりませんけれども、もし、そういった方が

相談に来られるようなことがございましたら、その内容を定めております要綱等に基づ

いて、適切に対応はしてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○寺町委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

 討論を許します。 
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○阪口委員 認定第２号、平成３１年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、意見を付けて賛成の立場で討論を行います。 

 平成３１年度の国民健康保険特別会計の決算は、歳入で１４億８千２２６万３千円、

歳出１４億６千９２８万３千円、実質収支額１千２９７万９千円の黒字決算になってい

ます。 

 高過ぎる国保料が住民の暮らしを圧迫し、多くの滞納所帯を生み出して、保険証取り

上げや差押えなど悲惨な事態を引き起こしていることは、政治の大問題です。新型コロ

ナ感染が広がる中、発熱などの自覚症状があっても病院に来ない、来られない人を多数

生んでいます。保険料を滞納している人は、窓口負担１０割が３割になっても払えない、

生活に困窮する人が医療を受ける権利が奪われる事態が起こっています。この機に改善

が必要です。 

 国保は年金生活者、失業者、零細経営の自営業者など、所得の低い人が多く加入する

医療保険です。加入者の所得は低いのに保険料が一番高いという矛盾が深刻化していま

す。公的医療保険は、国民に平等に医療を保障するための仕組みであり、加入する保険

によって負担や給付に大きな格差があることは、制度の趣旨に反します。国庫負担の増

額によって国保料引下げ、協会けんぽの保険料の水準まで引き下げる必要があります。 

 大阪府は、保険料率と減免制度を府内で一本化し、市町村が保険料軽減のために独自

で実施している補助金をなくす方針を示しており、低所得者が軒並み大幅な国保料値上

げとなります。６年間の激変緩和措置を設けてはいますが、大幅な国保料値上げは避け

られません。太子町では基金１千万円を繰り入れ、保険料抑制に努めました。さらに一

般会計からの繰入れで保険料の引下げの努力が必要です。国・府に対し財政支援を強く

求め、国保料を大幅に引き下げ、住民の暮らしを守る一層の努力を要望しまして、意見

を付けての賛成討論といたします。 

○寺町委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 認定第２号を原案通り認定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○寺町委員長 ご異議なしと認めます。 
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 よって、認定第２号、平成３１年度太子町国民健康保険特別会計歳出決算認定につい

ては、原案通り認定することに決しました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお知らせをいたします。 

午前１０時４３分 休 憩 

                                        

午前１０時５５分 再 開 

○寺町委員長 それでは、再開をいたします。 

 次に、認定第６号、平成３１年度太子町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、

これを議題といたします。 

 歳入歳出を通して説明を受けたいと思います。 

 本件について説明を求めます。 

○武部高齢介護課長 それでは、認定第６号、平成３１年度太子町介護保険特別会計歳入

歳出決算について、補足説明資料並びに決算書に基づいてご説明申し上げます。 

 附属説明資料の１頁をお開き願います。 

 １、決算の状況等でございます。平成３１年度決算は、第７期事業計画の２年目の決

算となります。 

 ①決算の状況です。前年度に比べ、歳入で２.４％、歳出で２.８％の増となり、歳入

総額１２億１千４９５万７千８９５円、歳出総額１２億８０万４千８４２円で、歳入歳

出差引き額は１千４１５万３千５３円となっております。この差引額には、国・府負担

金等の超過交付分が含まれておりますので、次年度に精算、返還等の措置を行った後に、

残金を準備基金に積み立てるものとしております。後ほど、令和２年度補正予算案でご

説明させていただきます。 

 中ほどにあります表は、歳入歳出の内訳を千円単位で示したものでございます。 

 表の上段、一番上、歳出総額が前年度より２千９０２万８千円増加した主な要因は、

歳出の保険給付費の増加に伴う繰入金、国庫負担金等のそれぞれの増によるものでござ

います。また、表の下段、歳出総額が前年度より３千２３３万２千円増加した主な要因

は、保険給付費で５千７５２万円の増となったことによるものでございます。 

 ②保険給付費の状況です。当会計歳出の約９２％を占める保険給付費の状況です。対

前年比５.５％増の１１億５１５万６０８円となりました。 

 下の棒グラフをご覧ください。保険給付費については介護保険制度が始まりました平
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成１２年度から増加傾向が続いております。 

 次の２頁をお開き願います。 

 ③地域支援事業の状況でございます。新しい総合事業を平成２９年度より開始し、３

年目の決算となります。 

 表の上段、介護予防・生活支援サービス事業費１千２４８万３千６８５万円は、前年

度より２５万８千８８６円、２.１％の増となっております。増の主な要因は、短期集

中予防サービスとして、訪問型サービスＣによるものです。 

 その下、一般介護予防事業費７３１万３千３２円は、前年度より５９万９千８３０円、

７.６％減となっております。減の主な要因は、生きがい活動支援事業として福祉セン

ター２階で行っておりましたお達者サロンの実施につきまして、平成３０年１０月より、

指定管理者である社会福祉協議会のもと住民主体のサロンとして形を変え、喫茶コーナ

ー等を自分たちで運営されております。よりまして、その分の委託料が減となっており

ます。 

 その下、包括支援事業・任意事業費３千７０７万８千７２９円は、前年度より６千１

２５円の増となっております。 

 次に④基金残高の状況ですが、介護給付費準備基金の平成３１年度末残高は、１億８

９７万４０４円でございます。 

 ⑤大阪府財政安定化基金からの借入れの状況でございますが、新たな借入れは行って

おりません。 

 ２番、保険料、収納状況です。 

 表の列の中ほど、収納率は特別徴収が１００％で、普通徴収で９４.０％、滞納繰越

で１９.３％、全体では９８.１％で、前年度より０.６ポイント高くなっております。 

 下の欄外、未収については、現年度分７２人、滞納繰越分５２人となっており、今後

も収納対策に努めてまいります。 

 次の３頁、３、高齢者数及び認定者数の状況でございます。 

 ①高齢者数の状況でございます。表の列の中ほど、令和元年９月末の総人口が１万３

千３５０人、その下、６５歳以上の人口が３千８１７人、高齢化率２８.６％と、いず

れもほぼ事業計画の数値通りとなっております。 

 ②要介護・要支援認定者の状況でございます。表の列の中ほど、令和元年９月末で６

５歳以上の認定者数は６２７人、１６.４％となっています。認定者数についても、ほ
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ぼ事業計画の計画値通りとなっております。 

 下の折れ線グラフは、年度末ごとの総人口、高齢者数、認定者数の推移を表したもの

でございます。一番下の丸印線、総人口の減少が続く中、四角印線の高齢者数と三角印

線の認定者数は増加し続けております。今後も本町の高齢化は進むと推計されています。 

 なお、認定者数が前年度に比べ、増加している主な要因につきましては、在宅医療と

介護連携への取組の充実により、医療から介護につなげるケースが増えていることによ

るもので、具体的には各医療機関の地域医療連携室などが、患者さんがスムーズに退院

することができるように、介護施設をはじめ、行政や福祉に関わる多くの機関につなぐ

ケースが増加したことによるものであると考えております。 

 次の４頁をお開き願います。４、認定審査会。 

 ①認定審査会の状況でございます。本町及び河南町、千早赤阪村と共同で設置してお

ります認定審査会の開催回数は、通常５０回のところ、千早赤阪村の９月分の件数が多

く、１回多く開催し、年間５１回で、太子町の審査数は６１８件となっております。 

 ②２次判定変更状況でございます。この表は、調査員の７４項目の調査結果をもとに、

コンピューターによる、介護に必要な時間を推計する１次判定と、１次判定の結果をも

とに主治医意見書や特記事項などを加味しまして、認定審査会で決定された２次判定の

介護度の比較を表しております。 

 ③更新認定の状況でございます。認定を受けていた方の更新前と更新後の介護度を比

べたものです。介護度が高くなったケースは１１８件で、軽度化が９３件となっており

ます。 

 ④その他認定に関する状況でございます。認定の審査結果を３０日以内に出せるよう

に取り組んでおります。平成３１年度につきましては、認定に要した平均日数が３０.

０日と、ほぼ３０日以内に結果を出している状況となっております。認定審査の工程に

つきましては、利用者からの認定申請を受け付けしまして、１次判定を行い、主治医意

見書を添付して認定審査会で審査を受けておりますが、主治医意見書を回収するのに平

均１４.０日で、前年度１６.３日から比べると２日程度早く回収している状況となって

おります。 

 次の５頁、５、サービス利用状況における事業計画との比較でございます。 

 表は、左からサービスの項目単位、３１年度の計画値、３１年度の実績値、３０年度

の実績値で、一番右が計画比となっております。また、各年度の実績値は、年間の総数
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を月平均に割り戻した数値としています。 

 なお、各サービスの回数と日数は１か月当たりの総数を表記しまして、人数は１か月

当たりの利用者数を表記しています。 

 ①介護予防サービスは、要支援１、２の方が利用するサービスで、ここでの主なサー

ビスは介護予防訪問看護や福祉用具貸与等となっています。実績はほぼ計画通りとなっ

ています。 

 次に、②居宅サービスの状況でございます。 

 サービスの中で最も利用されるものが、表の一番上、訪問介護で、月３千１１４回、

前年度との比較では３２６回の増、対計画比は１０１.８％となっております。 

 続いて、５段下の通所介護が、月１千７５６回、前年度との比較では１６０回の増、

対計画比は９２.８％となっております。 

 続いて、その２段下、短期入所生活介護、ショートステイでございますが、月８６６

日、前年度との比較では１２２日の増、対計画比９２.３％となっております。 

 なお、その他の主なサービスについても、ほぼ計画通りの実績となっています。 

 次の６頁をお開き願います。 

 ③地域密着型サービスでございます。表の５行目の認知症対応型共同生活介護、グル

ープホームと、一番下の地域密着型通所介護は、ほぼ計画通りの実績となっております

が、表の下から３番目の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の実績は、対計画

比は８２.８％となっております。 

 ④施設サービスは、入所または入院して利用するサービスでございます。介護老人福

祉施設は計画５３人に対して実績が５４、介護老人保健施設は計画４１に対して４０人

となっております。 

 下の折れ線グラフは、施設サービス利用者数の推移を示したものです。各年度３月末

時点の利用者数を表記しています。 

 このようなサービス利用の状況を受けまして、７頁、６、保険給付費の状況１でござ

います。平成３１年度の保険給付費の状況でございます。表の一番上、給付費の半分弱

を占める居宅サービス給付費が対計画比９０.９％、その下、地域密着型サービス給付

費が対計画比８６.９％と、計画値を下回ったことから、表の一番下、サービス給付費

全体の合計は、対計画比９２.４％となっております。 

 なお、下のグラフは上の表のサービス給付の割合をグラフ化したもので、居宅サービ
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ス、地域密着型サービス、施設サービスの３つのサービスで８７.８％を占めています。 

 次の８頁をお開き願います。 

 上の折れ線グラフは、居宅サービス費のうち主なサービスについて、過去からの推移

を表しており、一番下の白の四角の線、通所介護、デイサービスの占める割合が一番大

きく、続いて訪問介護、短期入所となっており、ひし形の線の訪問介護につきましては、

近年増加傾向にあります。 

 ②居宅サービスにおける介護度別の対支給限度額比率でございます。サービス利用が

できる支給上限額に対してどのぐらい利用されているかの平均値でございます。全国的

に要介護度が重度になるほど利用率が高くなる傾向があります。本町も同様の傾向とな

っています。 

 ９頁の、特定入所者介護サービス費の状況でございます。 

 施設サービス等の利用が困難とならないよう、居住費と食費について、所得区分に応

じた負担限度額を設定し、低所得者の方への負担軽減を行っています。非課税世帯の方

が対象となり、３つの負担段階区分の合計で１２２人に給付しております。利用区分の

その他は、短期入所生活介護や地域密着型介護老人福祉施設の利用でございます。下の

棒グラフのとおり、第１段階から第３段階の利用者が半分以上を占めている状況となっ

ています。 

 次の１０頁をお開き願います。７、地域支援事業の状況でございます。 

 地域支援事業は被保険者が要介護状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域

において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的としまして、地

域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、

在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進する

こととしております。 

 各事業の説明については、支出内容を含め、決算書に基づきご説明いただきます。 

 それでは、決算書の３２０、３２１頁をお開き願います。 

 歳出の説明をさせていただきます。 

 １款総務費、支出済額１千８０１万２千３５３円、１項総務管理費、１目一般管理費、

支出済額６１２万６千４９５円、一般管理事業７７万１千３０９円は、介護保険事業の

執行に係る事務費で、被保険者証等の印刷代や郵便料などの経費となっております。 

 電算管理事業５３５万５千１８６円は、介護保険システムの保守やプログラムの変更



－２２０－ 

等委託料、システム機器の賃借料などの経費となっております。 

 ２項徴収費、１目賦課徴収費、支出済額５８万５千６４６円。賦課徴収事業で、介護

保険料の賦課徴収に係る事務費で、納付書等の印刷代や郵便料などの経費でございます。 

 ３項認定審査会費、１目認定調査費、支出済額１千１２２万２千９５円。認定調査等

事業で、要介護認定に係る費用として認定調査員の非常勤嘱託員賃金や、医師の意見書

の作成手数料などでございます。そのほか、３町村で共同設置しております認定審査会

の事務費負担金などでございます。 

 ３２２、３２３頁をお開き願います。 

 ４項計画推進費、１目計画推進費、支出済額７万８千１１７円。計画策定事業で、介

護保険事業計画等推進委員会の開催に係る経費で、委員報酬費１０人分などでございま

す。年２回開催予定でしたが、３１年につきましてはコロナの影響で２月開催分が中止

となり、１回の開催となっております。 

 ２款保険給付費、支出済額１１億５１５万６０８円、１項介護サービス等諸費、１目

介護サービス等諸費、支出済額１１億４３７万４千４２４円。介護サービス等給付事業

１０億１千７６１万３０１円は、要介護１から５の方が対象となるサービスで、居宅介

護サービス給付費は、訪問介護、ホームヘルプ、通所介護、デイサービス、短期入所生

活介護、ショートステイなどの給付費でございます。居宅介護サービス計画給付費は、

ケアプラン作成にかかる給付費でございます。居宅介護住宅改修費は手すりの取付けや

段差解消などの改修への給付費でございます。居宅介護福祉用具購入費は、ポータブル

トイレ、入浴補助用具、簡易浴槽などが対象でございます。施設介護サービス給付費は、

介護老人施設や介護老人保健施設などの給付費です。地域密着型介護サービス給付費は、

地域密着型介護老人福祉施設や地域密着型通所介護などの給付費でございます。 

 次の、介護予防サービス等給付事業１千６５５万６千１４４円は、要支援１、２の方

が対象となるサービスで、サービス給付費、サービス計画給付費、住宅改修費、福祉用

具購入費のそれぞれのサービス内容は、先ほどの居宅介護サービスと同様となっており

ます。 

 高額介護サービス等事業２千５６６万７千８７７円は、同じ月に利用した介護サービ

スの自己負担が高額になった場合、所得区分に応じて上限額を超えた分を支給するもの

で、利用者負担の軽減を図るものでございます。 

 高額医療合算介護サービス等事業４４２万４千８６５円は、介護保険と医療保険の両
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制度における自己負担額の合計が上限額を超えた分を支給するものでございます。 

 特定入所者介護サービス等事業４千１１万５千２３７円は、介護保険施設利用時の食

費や居住費について、低所得の方に、上限を超えた部分について介護保険から給付を行

うものでございます。 

 ２目審査支払手数料、支出済額７７万６千１８４円。審査支払事業で、国民健康保険

団体連合会が行う審査支払業務に係る手数料でございます。 

 ３款地域支援事業費、支出済額５千６８９万９千１６３円、ここでは主な事業実績を

ご説明させていただきますが、各事業の計画に対する実施状況や前年度実績等について

は、補足説明資料の１０頁、１１頁に記載しておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 ３２４、３２５頁をお開き願います。 

 １項介護予防・生活支援サービス事業費、１目介護予防・生活支援サービス事業費、

支出済額１千２４８万３千６８５円、本事業費の対象は要支援１、２を含む介護予防・

生活支援サービス事業対象者となっております。 

 訪問介護相当サービス事業１９３万２千５３６円は、事業所が実施する介護サービス

に相当する訪問介護サービスで、延べ８７人の利用がありました。 

 訪問型サービスＢ事業、住民主体による支援７万円は、住民主体の生活援助等サービ

スを実施する団体、寿喜菜の会への補助金で、サービス提供者１人当たり月２千円で、

延べ３５人分に対する補助でございます。 

 なお、サービス利用者は延べ１０６人となっております。 

 訪問型サービスＣ事業、短期集中予防サービス１２３万３千４００円は、保健や医療

の専門職が期間を設定し、集中的に訪問型サービスを提供するもので、延べ１５５人に

対しサービス提供を行いました。 

 訪問型サービスＤ事業、移送前後の生活支援６３万９千円は、住民主体の移動に係る

サービスを実施する団体への補助金で、桜草クラブ、プラスワンサービス、寿喜菜の会

に対し補助しており、サービス利用者は延べ５７２名となっております。 

 通所介護相当サービス事業６３２万５千１０円は、事業所が実施する介護サービスに

相当する通所介護サービスで、延べ２３０人の利用がありました。 

 通所型サービスＣ事業、短期集中予防サービス１３８万７千４７円は、作業療法士な

どの専門職による短期集中予防サービスで、保健センターで実施しております、いきい
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きトレーニングに係る経費で、主に看護師賃金や作業療法士への報償費でございます。

計３６回実施し、参加人数は延べ３６２人でございます。 

 なお、本事業参加者の送迎は、プラスワンサービスが実施する訪問型サービスＤ事業

により行っております。 

 介護予防ケアマネジメント事業８９万６千６９２円は、介護予防・生活支援サービス

対象者のケアプラン作成に係る経費で、大阪府国民健康保険団体連合会に支払うもので

ございます。作成件数は延べ２０７件となっております。 

 ２項一般介護予防事業費、３２６、３２７頁をお開き願います。 

 １目一般介護予防事業費、支出済額７３１万３千３２円、介護予防把握事業１１０万

７千３９８円は、看護師によるふれんど訪問に係る経費で、介護予防が必要な方を早期

に把握し、必要な相談、指導を行うため、閉じ籠もりがちな方５０人を対象に、延べ２

１７回の訪問を行いました。 

 介護予防普及啓発事業９７万２千７８８円は、福祉センターの１階で実施している、

お達者トレーニングやお達者健康講座の実施に係る歯科衛生士、栄養士、看護師などの

賃金や報償費となっております。 

 地域介護予防活動支援事業２２６万６４６円は、元気ぐんぐんトレーニングの活動支

援や高齢者交流サロンへの事業費補助で、うち、平成３１年度中、新規の交流サロン立

ち上げ団体に対しまして、活動拠点整備事業費として３０万円の補助を行っております。

また、閉じ籠もりがちな高齢者を対象としたふれあい農園などに係る経費で、２５のグ

ループ、実２３９人の方が集会所等を利用したトレーニングをされ、８か所の交流サロ

ンには延べ６千７８人の方が参加されております。 

 その他、ふれあい農園や男性高齢者の自主活動として、男のたまり場などへの参加人

数は、延べ４２８人でございます。 

 通所リハビリテーション活動支援事業２９７万２千２００円は、地域での介護予防に

係る運動指導士による支援事業で、元気ぐんぐんトレーニングや高齢者交流サロンなど、

地域リハ活動への支援を行いました。 

 ３項包括的支援事業・任意事業、支出済額３千７０７万８千７２９円、１目総合相談

事業費、支出済額２千１３０万３千３５３円。３２８、３２９頁をお開き願います。 

 職員人件費１千７１０万７７９円は、地域包括支援センター正職員２名の人件費とな

っております。 
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 総合相談事業４２０万２千５７４円は、地域包括支援センター運営に係る社会福祉士

の賃金や、休日・夜間の相談窓口業務の委託料などで、３５１件の一般総合相談、１２

件の休日・夜間総合相談がありました。ちなみに休日・夜間相談窓口業務につきまして

は美野の里さんで行っていただいております。 

 ２目権利擁護事業費、支出済額１３万８００円。権利擁護事業で高齢者の虐待防止等

に係る支援事業委託料で、金銭トラブル等の５件のケースに対し、弁護士から５回の支

援を受けております。 

 ３目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費、支出済額３万円。包括的・継続的

ケアマネジメント支援事業３万円は、河南町・太子町地域ケア担当者会議の講師謝礼で、

年４回開催しております。会議内容といたしましては、介護支援専門員、主治医、地域

の関係機関等の連携、在宅と施設の連携等、地域における連携、共同の体制づくりや

個々の介護支援専門医に対する支援等の包括的・継続的なケア体制の構築を図ることを

目的としております。 

 ４目任意事業費、支出済額４９３万３千８４３円、介護給付等費用適正化事業９６万

６４７円は、介護給付費通知書、ケアプラン点検や適正化システムの委託料に係る経費

で、１千１３６件の通知、町内３事業所で、美野、中、コスモスを対象に１６件のケ

アプラン点検を行いました。 

 家族介護支援事業２４６万６千１７円は、家族介護講座、１１回開催しております。

１０１人の参加がありました。これの委託料と紙おむつ等の介護用品の給付で、４８人

の方に給付いたしました。 

 ３３０、３３１頁をお開き願います。 

 介護相談員等派遣事業５７万９千３４３円は、介護相談員派遣に伴う報償費と研修負

担金などです。現在９名の方にご活躍いただいており、町内１１の各事業所に対し２０

８回訪問していただいております。 

 成年後見制度利用支援事業２２万５千４０円は、町の申立てにより審判を受けた方が、

生活保護受給者等に該当した場合の成年後見人費用助成金で、２人に対して助成いたし

ました。 

 見守り訪問事業６８万２千７９６円は、高齢者の見守りに係る各委託料で、食の自立

支援事業は、対象者１２人、延べ７３１食分、乳酸飲料ヤクルトの配布による愛の一声

見守り訪問は、対象者３人、延べ５１８件、緊急通報装置受信・相談業務は４２件の実
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績となっております。 

 住宅改修支援事業２万円は、居宅のケアプランを立てていない１０人の方の住宅改修

理由書作成に対し補助いたしました。 

 ５目在宅医療・介護連携推進事業費、支出済額１３５万６千６１５円。在宅医療・介

護連携推進事業で、事務補助のアルバイト職員の賃金と、３町村と３師会との６者によ

る地域包括支援ネットワーク推進協議会により、取組を進めるための事業委託料でござ

います。 

 ６目生活支援体制整備事業費、支出済額５５５万２千８９６円。３３２、３３３頁を

お開き願います。 

 生活支援財政整備事業で、地域づくりからの支え合い勉強会とフォーラム、また、Ｓ

ＡＳＡＥ 愛 太子協議会開催に係る経費をはじめ、生活支援コーディネーター設置に係

る委託料などでございます。主な事業実績は支え合い勉強会を１１回開催し、延べ２３

６人が参加していただきました。 

 ７目認知症総合支援事業費、支出済額３２０万３千１０２円。認知症地域支援・ケア

向上事業３１９万１千６１８円は、地域包括支援センターに配置する認知症地域支援推

進員である社会福祉士の人件費、また、認知症地域支援推進員研修負担金でございます。 

 認知症初期集中支援推進事業１万１千４８４円は、平成３０年４月に設置した認知症

初期集中支援チーム、通称オレンジチームの事業に必要な消耗品となっております。 

 ８目地域ケア会議推進事業費、支出済額５６万８千１２０円。地域ケア会議推進事業

で、地域ケア会議開催に係る専門職の報奨費や派遣委託料でございます。事業実績は、

自立支援ケアマネジメント型の地域ケア会議を１１回開催し、４４ケースを検討しまし

た。また、個別困難事例型の地域ケア会議を７回開催いたしました。 

 ４項その他所費、１目審査支払手数料、支出済額２万３千７１７円、審査支払事業で、

国民健康保険団体連合会が行う審査支払業務に係る手数料でございます。 

 ３３４、３３５頁をお開き願います。 

 ４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金、支出済額１千１

９６万６千６１７円。介護給付費準備基金積立金事業で、３０年度決算の剰余金の積立

てでございます。 

 ５款公債費、１項公債費、１目利子、支出済額１万６千８８２円、一時借入金利子で

ございます。 
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 ６款諸支出金、支出済額８７５万９千２１９円。１項償還金及び還付加算金、１目第

１号被保険者還付金、支出済額３４万４千８２０円は、転出や死亡時など、過年度分の

保険料分を還付いたしました。 

 ２目第１号被保険者還付加算金の支出はございませんでした。 

 ３目償還金、支出済額８４１万４千３９９円。国・府等の支出金返還金で、国・府等

からの支出金の精算による返還金でございます。 

 以上で、歳出についての説明を終わります。 

 続きまして、３１４、３１５頁をお開き願います。 

 歳入の説明をさせていただきます。 

 １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料、収入済額２億８千５３９

万７千５２０円。 

 なお、不納欠損２１７万９千５６０円は、介護保険法第２００条第１項の規定による、

２年間の請求権消滅のため、時効となったものでございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、２目督促手数料、収入済額４万１千９００円は

４１９件の督促手数料でございます。 

 ３款国庫支出金、収入済額２億６千３７８万７千８３２円。１項国庫負担金、１目介

護給付費負担金、収入済額２億４３１万３千１７８円は、保険給付費に対する国からの

負担金でございます。 

 ２項国庫補助金、収入済額５千９４７万４千６５４円。１目調整交付金、収入済額３

千５５５万３千円は、普通調整交付金３.２３％の分でございます。 

 ２目地域支援事業交付金、収入済額２千５６万２千６５４円は、地域支援事業にかか

る国からの交付金でございます。 

 ３目保険者機能強化推進交付金、収入済額２０８万１千円は、高齢者の自立支援、重

度化防止等に関する取組を支援するための交付金となっております。 

 ４目介護保険事業補助金、収入済額１２７万８千円は、システム整備に対するもので

ございます。 

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、収入済額３億７０４万１千３８９円、１

目介護給付費交付金、収入済額２億１千９０４万３千３８９円は、４０歳から６４歳の

第２号被保険者の保険料で、社会保険診療報酬支払基金からの交付金でございます。 

 ２目地域支援事業支援交付金、収入済額７９９万８千円は、地域支援事業に対する支
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払基金からの交付金でございます。 

 ３１６、３１７頁をお開き願います。 

 ５款府支出金、収入済額１億６千５０９万９千３５０円。１項府負担金、１目介護給

付費負担金、収入済額１億５千４５２万４千７８２円は、保険給付費に対する大阪府か

らの負担金でございます。 

 ２項府補助金、１目地域支援事業交付金、収入済額１千５７万４千５６８円は、地域

支援事業に対する大阪府からの交付金です。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、収入済額４万４千６２４円

は、介護給付費準備基金積立金の利子でございます。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、収入済額１億７千６０６万９千７４８円。次の５

つの一般会計からの繰入金で、１目介護給付費繰入金、収入済額１億３千８１４万３千

８２６円。２目地域支援事業繰入金、収入済額１千２１５万７千６２７円。３目その他

一般会計繰入金、収入済額１千７２４万６３５円。１節事務費等繰入金、収入済額１千

３９６万２千４６５円。２節認定審査会共同設置繰入金、収入済額３２７万８千１７０

円。４目低所得者保険料軽減繰入金、収入済額８５２万７千６６０円となっております。 

 ２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金から繰入れは行っておりません。 

 ８款繰入金、１項繰越金、３１８、３１９頁をお開き願います。 

 １目繰越金、収入済額１千７４５万７千８３２円は、平成３０年度からの繰越金でご

ざいます。 

 ９款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目第１号被保険者延滞金、収入済額１万

７千７００円は、第１号被保険者延滞金でございます。 

 以上でご説明を終わります。よろしくご審議の上、ご認定賜りますようよろしくお願

いいたします。 

○寺町委員長 ただいま、歳入歳出の説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○村井委員 決算のところで、これは額というところではないです。現状として、この平

成３１年度のあれで、太子町の介護のところで言ったら、中さん、清秀会さんのとこ

ろの、あこ、通所リハビリかなんか、介護予防事業をされていたかと思うのですけれど

も、今、現状としてどういうことになっているのか、情報知っているなら教えてもらえ
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ませんか。 

○武部高齢介護課長 中整形の今の現状ということでございます。もともと整形外科と

デイケアがございました。２月に、ご存じのとおり中先生がお亡くなりになられまし

て、３月からは、医師が不在となるとデイケアが認められないというふうな状況でござ

いました。その中で、従前より通所リハに通っておられました方々の受皿といたしまし

て、現在、既存の診療所併用住宅の診療部分の一部を、地域密着型通所介護へ用途変更

するための大阪府の開発許可グループ等に申請の手続を行っておられます。 

 現在の場所につきましては市街化調整区域のため、用途が制限され、地域密着型通所

介護なら許可が下りるということでございます。オープンにつきましては、今のところ

１０月１日とお聞きしているんですけれども、申請等の手続の都合上、１日以降となる

可能性もあるかなと思っております。 

 以上です。 

○村井委員 それに伴って、ドクターの先生が突然お亡くなりになるということで、現場

も役所のほうも、その辺の対応というところをやられたと思うのですけれども、利用者

さんのところですね、利用者さんのところのほうで、いろいろ、そういう不便やとか、

違うところに移ったりとかいうところのケースはあったのですか。 

○武部高齢介護課長 もともと利用されていた方につきましては、それぞれケアマネさん

がついておられると思います。そのケアマネさんが、利用者に対して必要な施設を探し

出しまして、案内するといったことを行っていただいております。 

 以上です。 

○村井委員 では住民さん、利用者さんのところでは、そう混乱はなかったというふうに

解釈してよろしいんですか。 

○武部高齢介護課長 中さんのほうからは、特に今まで通っておられた方の利用に対し

て、特に混乱を招いたというふうなことはお聞きはしておりません。 

○村井委員 続けて。この資料の４頁の認定審査会のところなんですけれども、これ、関

連してになるとは思うのですけれども、これ、私も新型コロナウイルスの影響で、私は

今、歯医者行っているんですけれども、歯医者の診療時間が制限、それと歯医者さんの

中に入るのも制限されているという、ちょっと制限されているのかな、私も聞くところ

によると、病院のお見舞いも、ご家族の方でも行けないというところの、介護施設のと

ころもそうなのかは分からないですけれども、これ、その影響で認定審査が遅れる、も



－２２８－ 

しくは更新認定の調査が遅れるとか、ドクターが入れないというケースがあるのかない

のか分からないんですけれども、そういうケースというのが出てくるというのはないん

でしょうか。 

○武部高齢介護課長 このコロナの影響で、この２月１８日付で厚労省のほうから新型コ

ロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いというふうな文書が発出されて

おります。これを受けまして、介護保険施設、あと病院におきまして入所者との面会を

禁止する等の処置によりまして、認定調査が困難な場合は認定期間を６か月延長すると

いうふうな対応を取っておりました。しかしながら、この４月８日付で再度、厚労省か

ら新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱い（その４）というのが発出されまし

た。大阪府内で新型コロナウイルスの感染症状況を鑑みまして、更新申請の方に限り、

新型コロナウイルス感染症防止を図る観点から、対面での認定調査が困難な方について

は、介護度をそのまま１２か月延長、または通常通り対面での認定調査を行った上で、

介護度を決定する更新申請のどちらかを選択していただくことということで、現在に至

っている状況でございます。 

 以上です。 

○寺町委員長 ほかにございませんか。 

○斧田委員 附属説明資料の１頁になるんですけれども、説明の中でも、この介護保険と

いうのが３年で見直しというんですか、そういうふうな形の中で、この３０年、３１年

の決算状況を見られたときに、この２年間で、今年度というんですかね、ある程度の見

込みというんですか、また、保険料についても、今年度また算定のほうをされるという

ことで、状況について意見というか、聞かせてもらえたらと思います。 

○武部高齢介護課長 今年度につきましては、まず、決算におきまして黒字となっており

ます。これにつきましては国・府負担金等の超過交付分も含まれております。次年度に

精算、返還等の措置を行った後、残金は準備基金に積み立てるという形をとっておりま

す。 

 今年度、第８期に向けての事業計画の見直し年度でございます。現在、各６５歳以上

の方々等にニーズ調査というのを今実施しておりまして、それの分析をしております。

その後、標準給付費を見込みまして、その後、介護保険料の基準額を設定するという工

程で今のところ準備しております。今後、保険料が第８期にどれぐらいになるかという

ところで、今のところ、まだ計画策定時期でございます。なかなか申し上げることがで
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きないんですけれども、その状況に応じて、この準備基金の適切な基金運営を行ってい

きたいなと考えております。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。ぜひとも適正な保険料というんですか、算定のほう

をしていただけたらと思います。 

 それと、次の２頁なんですけれども、その中で一番上の地域支援事業の状況というこ

とで、２段目の一般介護予防事業のところなんですけれども、事業自身がなくなって、

社会福祉協議会のほうで指定管理をしている、そういうふうな流れの中で事業をやった

というふうな説明が、お達者サロンという事業であったということなんですけれども、

もう少し具体的な形で教えていただけたらと思います。 

○武部高齢介護課長 先ほど、説明の中で少し申し上げました、その地域支援事業の減額、

一般介護予防事業費の減額の理由ということで、主な要因につきましては生きがい活動

支援事業としまして、以前より福祉センター２階で行っておりましたお達者サロンの実

施につきまして、先ほど申し上げました社会福祉協議会で、住民主体のサロンとして、

例えば喫茶コーナーとか、そういうようなところで、いろいろな、軽いお話をしたりと

か、いろいろなイベント等、体操等をされておりました。その事業につきましては社会

福祉協議会と協議した結果、これは、自分たち住民さんが主体としてやったほうが事業

的にもスムーズにいく、それと介護予防にもつながるといったことの声もいただいてお

ります。ですので、平成３０年１０月から、指定管理者の社会福祉協議会で事業を実施

しておるということで、３１年度の決算につきましてはその部分が減額という形になっ

ております。 

○斧田委員 ありがとうございます。続けてというんですか、今言われている交流サロン

というのが町内にもあと何か所かあると言っていたんですけれども、事業実施をしてい

る場所を教えてください。 

○武部高齢介護課長 交流サロン、集いの場につきましては、高齢者の方々が自ら積極的

に介護予防の活動に参加しまして、自分らしい生活を過ごしていただくため交流サロン

が必要であると考えております。この交流サロンが外出の機会となりまして、楽しくお

話をして、元気でいきいきとした生活を過ごしていただくための介護予防につながると

いった重要な位置付けとなっております。現在８か所の交流サロンがございます。目標

設置数は１３か所としております。今後、更なる交流の場の増設、ひいては更なる介護
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予防の促進に向けまして、新規の立ち上げ団体に対しまして、活動拠点整備事業費とし

て１団体につきまして３０万円の補助を平成３１年度に実施しております。実績といた

しましては、この３１年度で１団体増えての８団体という形になっております。 

 以上です。 

○寺町委員長 ほかにございませんか。 

○本委員 そうしましたら決算全般に関することでお聞きしたいんですが、歳入が１２

億１千４９５万７千８９５円に対して、歳出が１２億８０万４千８４２円。例えば、一

般会計でしたら５１億円しかないのに、特別会計１２億の年間の予算でサービスの事業

を展開している。これは、例えば中央省庁であれば大官庁でありまして、高齢介護課長

というのは相当な権力を持っているような人になるんですけれども、例えばその事業内

容の中で、サービスＣ事業だとかＤ事業だとか、６００万円だ何とかって計上されてい

るけれども、どこに支払われているか書いてないんですが、この１２億８０万４千何が

しのお金っていうのは、この太子町内の事業者に支払われているお金なんですか。 

○武部高齢介護課長 この事業費につきましては、各施設に入所されております利用者さ

んがもちろんございます。その利用されておる施設等の利用費等、あとは使われた給付

費が主な財源となっております。ですので給付費全体としては、歳出の給付費はかなり

占めておる状況の中で、利用者の方々、高齢化により６５歳以上の方も年々増えてきて

いる状況でございます。ですので今後も給付費は増えていきまして、歳出も恐らく増え

ていくというふうな考えを持っております。 

 以上です。 

○本委員 そうすると、事業者ではなくて給付者に対してそのお金が支払われている。

例えば要介護支援と介護認定者が６５１人に対して１２億、単純に計算して割れば、１

人２００万円ずつぐらいのお金がかかっておるんですね。そういうふうなものをかけな

いようにするために、例えば、日頃認知症高齢者にならないような施策っていうか、そ

ういうふうなことをまず考えたほうが。 

 例えば、この前テレビでやっていたんですけれども、もう、認知症になってしまって、

でも、何か、ある食べ物か、１週間実験して、それを食べて、次、１週間目、その、何

か検査したら、忘れていたやつが、何か、検査したらブドウ、リンゴ、何とかっつうの

を思い出して、なんていうんですか、脳が回復したと、機能を。そうすると、では認定

を、本来なら受けて、また給付もらえるところを、そういうふうにならずに済むとか、
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予防的なサービスというのを考えたらどうなんでしょうか。 

○武部高齢介護課長 介護予防という観点から、例えば先ほど言いました、いきいきトレ

ーニングであったりとか、各町内でやっておられます交流サロン等、それと住民主体で、

先ほど委員もおっしゃいました移動支援のサービス等、そのサービス等もされておられ

る方も高齢でございます、その方もそのサービスを行うことによって介護予防につなが

るといったようなことで、この地域支援事業の中では、多様なサービスに基づきまして、

いろいろなサービスを現在実施しております。ですので、まずは委員おっしゃったよう

に、予防を中心にいろいろな事業展開、充実した事業を実施していく必要があると考え

ております。 

 以上です。 

○寺町委員長 ほかにございませんか。 

○阪口委員 先ほどから社協に業務委託しているということなんですけれども、この決算

書の中には社協へ委託している金額には別に入ってないわけですか。社協に対して。 

○武部高齢介護課長 もちろん委託料として計上はしておりますので、決算書の中にはそ

の委託分はもちろん含まれております。委託料として発生している分はもちろん含まれ

ております。 

 以上です。 

○阪口委員 決算書見たら、どこに書いてあるのかと。 

○武部高齢介護課長 主に、一番大きなものが３３３頁でございます。一番上の生活支援

体制整備事業というのがあります。この中で、生活支援コーディネーター委託料という

ことで、社会福祉協議会に５２９万５千４００円の決算が出ております。 

○寺町委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 認定第６号を原案通り認定することにご異議ございませんか。 



－２３２－ 

（「異議なし」の声あり） 

○寺町委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第６号、平成３１年度太子町介護保険特別会計歳出決算認定については、

原案通り認定することに決しました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお知らせをいたします。 

午後 ０時００分 休 憩 

                                        

午後 １時００分 再 開 

○寺町委員長 それでは、再開をいたします。 

 次に、認定第７号、平成３１年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、これを議題といたします。 

 歳入歳出を通じて説明を受けたいと思います。 

 本件について、説明を求めます。 

○子安保険医療課長 認定第７号、平成３１年度太子町後期高齢者医療特別会計決算につ

きまして、内容のご説明を申し上げます。 

 それではまず、附属説明資料をお願いいたします。１頁をお願いいたします。 

 表の上、歳入からご説明を申し上げます。 

 歳入合計２億１５８万５千円で、前年度と比べて１千６９７万５千円、９.２％の増

となっております。 

 まず、保険料ですが１億６千２８万３千円で、被保険者数の増加や特例軽減の段階的

見直しに伴い、前年度と比べて１千７５３万５千円、１２.３％の増となっております。 

 次に一般会計繰入金ですが、３千５３７万７千円で、対前年度比５６万５千円、１.

６％の減となっております。 

 なお、内訳といたしまして、事務費繰入金が電算機器の保守委託料などが減となった

ことなどにより、前年度比３万８千円、１.２％の減となっております。 

 また、旧被扶養者に係る保険料軽減の見直しなどに伴い、保険基盤安定繰入金で、前

年度と比べて５２万７千円、１.６％の減となっております。 

 また、諸収入につきましては前年度に続いて、平成３１年度も収入がございませんで

した。 

 次に歳出でございます。 



－２３３－ 

 歳出合計１億９千５４０万２千円で、対前年度比１千６７０万５千円、９.３％の増

となっております。総務費でございますが、一般管理費で電算機器の保守委託料の減な

どにより、対前年度比６９万４千円、２４.１％の減の２１８万７千円となっておりま

す。一方、徴収費は隔年で印刷している納付書等の増加などにより、前年度比６４万７

千円、１５７％増の１０５万９千円となり、総務費全体では４万７千円、１.５％減の

３２４万６千円となっております。 

 次に広域連合納付金ですが、前年度と比べまして１千７１１万４千円、９.８％増の

１億９千１９４万３千円となっております。これは歳入で申し上げましたとおり、被保

険者数の増加に加え、特例軽減の段階的見直しに伴い保険料収入が増加したことによる

ものとなっております。 

 また、この広域連合納付金の財源につきましては、納付していただきました保険料に

加え、一般会計からの基盤安定繰入金で賄っております。 

 なお、歳入歳出差引額は６１８万３千円の黒字となっております。 

 次に、頁右側、２頁でございます。 

 ２、被保険者数の状況ですが、平成３１年度末時点でございます。１千９１１人で、

前年度より９１人、５.０％の増加となっております。 

 ３、保険料収納状況ですが、収納率のうち年金からの特別徴収は１００％で、普通徴

収の現年度分は９９.８％、特別徴収と普通徴収の両方を合わせた現年分合計で９９.

９％の収納率となっております。 

 また、表の中央の列、還付未済額２９万８千３４２円につきましては、保険料収納後

に移動や死亡等によりまして保険料の還付が発生しますが、その年度内に処理ができな

かった分を計上しております。右隣の不納欠損額２千９８３円は、被保険者の死亡や生

活保護開始などにより欠損処理となっております。 

 ４、保険料の賦課状況表ですが、まず（１）保険料賦課率等及び賦課限度額は、平成

３１年度は保険料率の見直しが行われておりませんことから、平成３０年度と同じ保険

料率で、均等割５万１千４９１円、所得割率９.９０％。賦課限度額６２万円となって

おります。 

 次に、（２）保険料軽減の状況でございますが、７割、５割、２割に加えて被用者保

険の旧被扶養者を加えた合計で、前年度に比べて７人減の１千１０９人で、全体の５

８％の方が軽減を受けているというような状況になってございます。 



－２３４－ 

 なお、年金収入が８０万円以下の方の特例軽減の対象者数は４３９人となっておりま

す。また、軽減後の１人当たりの保険料は本算定時点で８万３千５３８円となっており

ます。 

 以上で附属説明資料の説明を終わらしていただきます。 

 続きまして、決算書のほうをお願いいたします。 

 まず、歳出からのご説明です。 

 ３５４、３５５頁をお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額２１８万６千６５７円は、

被保険者証や限度額認定証の郵送料、電算システムに係る自治体クラウド利用料となっ

ております。 

 ２項徴収費、１目徴収費、支出済額１０５万９千２７５円は、納入通知書や督促状等

の印刷代及び郵送料のほか、納入通知書や保険料の納付確認書の作成及び封入作業等の

業務委託料となっております。 

 ２款広域連合納付金、１項広域連合納付金、１目広域連合納付金、支出済額１億９千

１９４万２千５７７円は、保険料及び保険料の軽減分として保険基盤安定繰入金を広域

連合へ納付いたしております。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、支出済額２１万３千

３６７円は、過年度分の保険料に係る還付金となってございます。 

 歳出のほうは以上でございます。 

 次に歳出、１頁お戻りいただきまして、３５２、３５３頁をお願いいたします。 

 １款後期高齢者医療保険料、１項高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、収入済額

９千５５５万８千６８円となっております。２目普通徴収保険料、１節現年度分、収入

済額６千４６２万１千９６７円、２節滞納繰越分、収入済額１０万３千６１９円となっ

ております。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料、収入済額１万３千３００円と

なってございます。 

 ３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金、収入済額３２４万５千９３２

円は、歳出の総務費に充当いたしております。 

 ２目保険基盤安定繰入金、収入済額３千２１３万８０１円は、政令軽減を受けている

１千１０９人分の保険料軽減額を一般会計から繰り入れるものでございます。 



－２３５－ 

 ４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、収入済額５９１万２千５２２円は、平成３０

年度からの前年度繰越金でございます。 

 ５款諸収入につきましては、平成３１年度の収入はございませんでした。 

 平成３１年度太子町後期高齢者医療特別会計決算の説明につきましては、以上となり

ます。何とぞよろしくご審議の上、ご認定賜りますよう、お願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○寺町委員長 ただいま、歳入歳出の説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○阪口委員 後期高齢者医療制度は広域化されていますけれども、大阪府は大体どれぐら

いの、全国的な位置の保険料になっているんでしょうか。 

○子安保険医療課長 今ご質問いただきました大阪府におけます後期高齢者医療保険料、

広域連合で賦課しておりますから大阪府内一律となってございます。 

 また、ただいまの説明にも申し上げましたように、３０年度、３１年度に関しまして

は第６期保険料となってございまして、この２年間、同一の保険料率を使用しておりま

す。これを基にしまして、全国においてどのぐらいの位置にあるかということでござい

ます。大阪府に関しましては、１人当たり８万６９２円で、東京が１番目、２番目が神

奈川県、次が愛知県、その次が兵庫県、その次が大阪府ということで、高いほうから５

番目の位置にあるというところでございます。 

○阪口委員 ５番目ということなんですけれども、いずれにしても７５歳以上の保険料で

負担も大きいと思います。その７５歳以上の方の保険料が高いにもかかわらず、窓口負

担が１割から２割に引き上げられようとしているんですけれども、それについてはどの

ように思われますでしょうか。 

○子安保険医療課長 今ご指摘のありました後期高齢者医療保険制度、これにおきまして、

現行、窓口負担につきましては１割となっておるところを２割に変更しようとする動き

というご指摘といいますか、ご質問でございます。 

 確かに国のほうにおきまして、国の審議会等々において１割負担を２割負担にという

ような話が出ておることは町としても把握いたしております。また、広域連合、私ども

は大阪府の広域連合の構成団体ではございますが、各都道府県の広域連合の協議会とい

う組織がございまして、そちらのほうからは、その動きに対しまして、現行の１割負担、



－２３６－ 

これを維持してもらいたい旨の要望をされているというところも承知いたしております。 

 いずれにいたしましても、将来的な窓口負担をどうしていくのかというところにつき

ましては、まだ国のほうで議論されている最中であるというところからも、本町といた

しましてもその議論の推移を見守っていくといいますか、慎重に見ていきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○寺町委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

 討論を許します。 

○阪口委員 認定第７号、平成３１年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について、反対の立場で討論を行います。 

 平成３１年度の後期高齢者医療特別会計の決算は、歳入で２億１５８万５千円、歳出

で１億９千５４０万１千円、歳入歳出差引額６１８万３千円の黒字決算になっています。 

 後期高齢者医療制度は、高齢者差別の医療制度として創設され、市町村の広域連合と

いう、住民から離れた組織によって運営されていることも常に問題になってきました。

７５歳以上の窓口負担を原則１割から原則２割に引き上げることが、全世代型社会保障

検討会議で検討されています。ところが、注目すべきは後期高齢者医療制度の保険者で

ある広域連合の動きです。全国後期高齢者医療広域連合協議会は、７５歳以上の窓口負

担の現状維持を求める要望書を厚労省に提出しました。その要望書は、負担増の中止に

とどまらず、被保険者の負担を将来にわたって抑えるため、後期高齢者医療制度に対す

る国庫負担の引上げも要望しています。広域連合の結集体が改悪中止と制度の根本的見

直しを要求しているところに、この制度の矛盾があります。高齢者いじめの後期高齢者

医療制度を速やかに撤廃することを強く求めまして、反対の討論といたします。 

○寺町委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決をいたします。 



－２３７－ 

 認定第７号を原案通り認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成４名・反対１名） 

○寺町委員長 賛成多数でございます。 

 よって、認定第７号、平成３１年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

については、認定することに決しました。 

 次に、条例関係の議案第３３号、太子町子ども医療費の助成に関する条例中改正の件、

これを議題といたします。 

 本件について、説明を求めます。 

○子安保険医療課長 議案第３３号、太子町子ども医療費の助成に関する条例中改正の件

につきまして、内容のご説明を申し上げます。 

 本条例改正につきましては、子育て世代の負担軽減などを目的として、子ども医療費

助成事業の対象者を、１８歳に達した日以降における最初の３月末日を経過するまでの

ものとし、高校を卒業する年齢まで拡大を行うほか、これまで医療費助成の対象となっ

ていなかった精神病床への入院を新たに助成対象とするため、本条例の一部を改正する

ものでございます。 

 具体的な改正の内容といたしましては、子ども医療費助成事業の対象者を、これまで

１５歳に達した日以降における最初の３月末日を経過するまでのものとし、中学校を卒

業するまでのものとしていたものを、令和３年１月から、１８歳に達した日以降におけ

る最初の３月末日を経過するまでのものとし、高校を卒業する年代までのものとする対

象の拡大を行うほか、平成３０年４月に大阪府の福祉医療費助成制度が再構築された際、

国における精神障がい者の地域への移行促進の流れとの整合性や、精神疾患のある方々

の入院の実態などから、引き続き検討を行うこととされ、懸案となっていた精神病床へ

の入院を令和３年４月から大阪府の福祉医療費助成制度の対象とされることとなったこ

とを受けて、本町において子ども医療費助成制度の対象者の精神病床への入院を、新た

に助成対象とするため、本条例の改正を行うものでございます。 

 それでは、議案書の３枚目、新旧対照表をお願いいたします。 

 まず、第２条は用語の定義についての規定となっており、助成の対象となる子どもを

定義しておりますが、助成の対象となる子どもを１８歳に達した日以降における最初の

３月末日を経過するまでのものとし、高校を卒業するまでの年代を対象とする内容に改

めております。 



－２３８－ 

 また、第４条は助成の範囲の規定となっており、助成の対象を国民健康保険等の医療

保険による保険給付が行われた場合とするが、これまでは、精神病症への入院について

は除外する旨の規定となっていたものを、今回の改正により、対象から除外する旨の規

定を削除することで、新たに精神病症への入院を助成対象とする内容に改めております。 

 次に、１頁お戻りいただきまして、附則でございます。 

 附則の１では、施行期日として本条例を令和３年１月１日から施行することとしてお

りますが、第４条第１項については令和３年４月１日から施行することとし、１８歳へ

の年齢の拡大は令和３年１月から、精神病床への入院に対する助成開始は令和３年４月

からとすることとしております。 

 また、附則の２では適用区分として、本条例の規定は施行日以降に係る医療費につい

て適用し、施行日前の医療費については従前の例によることとしております。 

 附則の３では、準備行為といたしまして、施行日前においても対象者の拡大により、

新たに助成対象となる方の申請等の手続ができる旨を規定いたしております。 

 議案第３３号、太子町子ども医療費の助成に関する条例中改正の件についての説明は

以上でございます。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げま

す。 

○寺町委員長 ただいま、説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○村井委員 この新旧対照表の第４条のところなんですけれども、これ、太子町としては

１８歳までということで、また私、第４条のところをちょっと教えていただきたいんで

すけれども、精神病症の入院に関わるという、除かれていたところは、除外というか、

こちらのほうに入ってくるということで、これは福祉医療制度の見直しか何かに伴って

のことなんですか。 

○子安保険医療課長 今回、この部分の４条の、助成の対象に関して改正を行うに当たり

ましては、大阪府の福祉医療費助成制度、この補助制度でございますけれども、その対

象に、従前におきましては精神病症、入院の部分につきましては助成の対象外となって

おりました。理由といたしましては、先ほどの説明にもありましたように、国の動きと

して精神疾患をお持ちの方についても、極力住み慣れた地域での暮らしを基本とするよ

うに今後進めていきたいという国の動き、こういう状況がある中で、医療費を助成する
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ことで、逆に病院にとどめてしまうというようなことにはならないのかといった議論、

また、精神疾患をお持ちのこういう精神病床に入院されている方、こういった方の実態

を見ますと、やはり長期的に入院される方が非常に多うございます。そういったことか

ら、今回といいますか、この福祉医療費助成制度の将来的な持続可能性を考えたときに、

非常に大きな助成額が発生するのではないかといったところの懸念から、平成３０年度

の再構築の際には、助成対象としないという決定ではなく、助成を将来的にやっていく

ためにどのようにしていったらいいのか、例えば期間限定の助成にするとか、そういっ

たことを考えるために、一旦、懸案ということで引き続き検討という形になりました。 

 今回、この福祉医療費助成制度を再構築されて以降、改めて府においてこの辺のとこ

ろを検証したところ、現状において、精神病床入院を現行の制度に乗せて助成対象とし

ても、将来的な、制度的な継続性というんですか、維持できる見込みが改めて立ったと

いうところから、今回、来年の令和３年４月から助成対象とするということになったこ

とを受けて、本町における子ども医療費、この後審議いただきますひとり親助成、ある

いは重度障がい者医療、こちらの福祉医療制度においても精神病床入院を助成対象とす

るという流れになっております。 

 以上です。 

○村井委員 ということは、大阪府の重度障がい者医療制度、助成を受けられた方が、こ

の本町、太子町の子ども医療制度のほうに助成されるようになってくるということは、

この制度自体、本町、太子町の町単独事業の持ち出し分という部分が、その分増えてく

るのではないかというところのことが考えられるんですけれども、そういう、増えてき

たときの、例えば大阪府から負担していただけるものか、そういう交付金に入ってくる

のか、そういうのがあるのか、あるんであったら教えてもらえますか。 

○子安保険医療課長 確かに本町の子ども医療費助成制度に関しましては、一定、年齢あ

るいは所得制限で、一部大阪府の助成、補助をいただいているものの、それ以外の方々

につきましては町の単独助成となってございます。この部分につきましても、先ほど来

ご説明いたしておりますとおり、平成３０年４月の福祉医療費の再構築の際の動きと非

常に関連しておりまして、平成３０年４月に福祉医療費が再構築された際には、将来的

な制度の持続性等を考えて、重度障がい者医療に関しましては自己負担額の見直しを行

っております。 

 具体的に申し上げますと、１日上限５００円というのは子ども医療等と変わりはない
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んですけれども、障がい者医療に関しては月２日までという上限が廃止されております。

また、複数の医療機関で受診された場合の月額の上限額も２千５００円から３千円に引

き上げられております。こういった形で、医療費助成の制度間で一部自己負担に差が生

じてきておりました。この中で、従前は、再構築前につきましては自己負担、助成の内

容が４医療とも同じであったことから、複数の医療費助成の対象要件を満たしている方

については、１番目、最初には老人医療、２番目は重度障がい者医療、３番目がひとり

親、４番目が子ども医療ということで、加入していく医療費助成制度に優先順位が決め

られておりました。ただ、再構築後に関しましては一部負担金の負担額が、差が生じる

ということで、例えば子ども医療と障がい者医療、両方の要件を満たしている方につき

ましては、従前でいくと重度障がい者医療のほうの対象にならないといけないんですけ

れども、子ども医療のほうが一部自己負担額が低いということで、それまでの優先順位

というやり方が撤廃されました。 

 そういったことから、この再構築の際に重度障がい者医療、これにつきましては大阪

府の補助事業でございますけれども、にいた方が、仮に子ども医療のほうに移られた。

そして町の単独事業の医療費助成を受けられたとしても、年間のその方の実績を、大阪

府のほうに報告することで、その方についても重度障がい者医療の補助金は交付される

というような制度設計で再構築されております。 

 したがいまして今回、精神病床入院の方に関して、子ども医療の対象者の方が精神病

床に入院された場合も、一定、大阪府の重度障がい者医療、いわゆる福祉医療の助成対

象になるということで、この部分につきましても補助対象になるということで補助金が

減額あるいは目減りするというようなことにはなりません。 

 以上でございます。 

○寺町委員長 ほかにございませんか。 

○斧田委員 この助成についてなんですけれども、もし今のまま、太子町の方で該当する

としたら、何人ぐらいになるか、見込みの部分。 

○子安保険医療課長 何人ぐらいというのは精神病床のほうということでよろしいでしょ

うか。 

○斧田委員 はい。 

○子安保険医療課長 令和２年３月診療部分のレセプト等で確認しましたところ、恐らく

対象になるであろうという方が、現状で約２名いらっしゃいます。 
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 以上でございます。 

○斧田委員 ありがとうございました。 

○寺町委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第３３号を原案通り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○寺町委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３３号、太子町子ども医療費の助成に関する条例中改正の件は、原案

通り可決することに決しました。 

 次に、議案第３４号、太子町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例中改正の件、

これを議題といたします。 

 本件について説明を求めます。 

○子安保険医療課長 議案第３４号、太子町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例中

改正の件につきましてご説明を申し上げます。 

 本条例改正につきましては、大阪府の福祉医療費助成制度において、助成対象に精神

病床への入院が令和３年４月から新たに追加されることとなったことに伴い、本町のひ

とり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正するものでございます。 

 具体的な改正の内容といたしましては、平成３０年４月に大阪府の福祉医療費助成制

度が再構築された際、国における精神障がい者の地域への移行促進の流れと、整合性や

精神疾患のある方々の入院の実態などから、引き続き検討することとされ、懸案となっ

ていた精神病床への入院を、令和３年４月から大阪府の福祉医療費助成制度の対象とさ

れることとなったことを受けて、本町においてもひとり親家庭医療費助成の対象者の精

神病床への入院を助成対象とするため、本条例の一部を改正するものでございます。 

 それでは議案書の３枚目、新旧対照表をお願いいたします。 
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 第３条は助成の範囲についての規定となっており、助成対象を、国民健康保険等の医

療保険による保険給付が行われた場合としておりますが、これまでは精神病床への入院

については助成の対象から除外する旨の規定となっており、助成の対象とはなっており

ませんでしたが、今回の改正により除外する旨の規定を削除することで、新たに精神病

床への入院を助成の対象とするものであります。 

 次に、１頁お戻りいただきまして、附則の施行期日でございます。本条例は令和３年

４月１日から施行することといたしております。 

 議案第３４号、太子町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例中改正の件について

の説明は以上でございます。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申

し上げます。 

 以上でございます。 

○寺町委員長 ただいま説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

○村井委員 これは先ほどの条例と、これはもう、大阪府からの交付というのは見込める

条例改正ですか。 

○子安保険医療課長 このひとり親家庭の医療費の助成に関する制度に関しましては、基

本的には全てが大阪府の福祉医療費の助成対象となっておりますことから、ひとり親家

庭の対象者の方が精神病床、こちらに入院された分の医療費につきましては、基本的に

は大阪府の福祉医療費助成制度の補助対象になるということでございます。 

○寺町委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第３４号を原案通り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○寺町委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３４号、太子町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例中改正の件

は、原案通り可決することに決しました。 

 次に、議案第３５号、太子町重度障がい者の医療費の助成に関する条例中改正の件、

これを議題といたします。 

 本件について説明を求めます。 

○子安保険医療課長 議案第３５号、太子町重度障がい者の医療費の助成に関する条例中

改正の件につきましてご説明を申し上げます。 

 本条例改正につきましては、大阪府の福祉医療費助成制度における重度障がい者医療

費助成の住所地特例制度及び助成対象が令和３年４月から見直されることとなったこと

に伴い、本町の重度障がい者の医療費の助成に関する条例の一部を改正するものでござ

います。 

 具体的な改正の内容といたしましては、平成３０年４月に大阪府の福祉医療費助成制

度が再構築された際、障がい者の施設のある市町村に医療費助成が集中することを防ぐ

目的で住所地特例制度が導入されたところですが、国民健康保険等の住所地特例制度が

２以上の施設に継続して入所した際には、最初の入所施設の入所前の住所地の国民健康

保険等の被保険者となるところ、現在の重度障がい者医療費助成制度の住所地特例制度

では、２以上の施設の継続入所等に関係なく、入所した施設の前住所地の医療費助成の

対象となることから、加入する医療保険の保険者である市町村と助成事業を実施する市

町村が違うことから、別々に手続等を行うなどのご不便をおかけしていたことを受け、

令和３年４月から重度障がい者医療費助成制度の住所地特例制度を、対象となる施設等

も含めて、国民健康保険の住所地特例に合わせる改正を行うものでございます。 

 また、国における精神障がい者の地域への移行促進の流れとの整合性や、精神疾患の

ある方々の入院の実態などから、引き続き検討することとされ、懸案となっていた精神

病症への入院を、同じく令和３年４月から、大阪府の福祉医療費助成制度の対象とされ

ることとなったことを受け、本町においても、重度障がい者医療費助成の対象者の精神

病床への入院を助成対象とするため、必要な改正を行うものでございます。 

 それでは議案書の４枚目、新旧対照表をお願いいたします。 

 まず、第２条は対象者に関する規定となっており、第３項においては住所地特例の対

象となる施設等を、これまでは障がい者支援施設及び児童福祉施設としていたもの、こ
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れまでの施設に加え、病院や診療所のほか老人福祉施設、介護保険施設も新たに住所地

特例の対象施設に加え、国民健康保険の住所地特例に合わせる改正を行っております。 

 また、同じく第３項では、施設等に入所したことにより、施設等の所在地に住所を変

更したと認められるもので、当該施設に入所した際に本町の区域内に住所を有していた

と認められる者は、本町の事業の対象者とするが、ただし書以降において、２以上の施

設等に継続して入所している者で、現在入所している施設等に入所する直前に、入所し

ていた施設等に順次住所を変更している、いわゆる特定継続入院等対象者は、第３項に

規定する住所地特例の対象者とはしない旨を規定いたしております。 

 また、第４項では、特定継続入院等対象者の住所地特例に関する規定となっており、

第１号では、２つ以上の施設に継続して入所している者に、施設等の所在地に順次住所

を変更している者で、最初の施設に入所した際に太子町に住所を有していたものは、本

町も助成の対象とする内容を規定いたしております。 

 次の頁をお願いいたします。 

 さらに、第２号では、２つ以上の病院等に継続して入所している際に、施設以外の親

戚の家などに住所を変更した場合である特定住所変更の場合、最後に行った特定住所変

更の際に本町に住所を有していた者は、本町の助成対象とする内容を規定いたしており

ます。 

 第３条は、助成の範囲についての規定となっており、助成対象を国民健康保険等の医

療保険による保険給付が行われた場合としておりますが、これまでは精神病床への入院

については、助成の対象から除外する旨の規定となっており、助成の対象とはなってお

りませんでしたが、今回の改正により、除外する旨の規定を削除することで、新たに精

神病床への入院を助成の対象とするものでございます。 

 ２頁、お戻りいただきまして、附則ございます。 

 本条例は令和３年４月１日から施行することとしておりますが、経過措置といたしま

して、現在、既に入所しているということで、現在の住所地特例の適用を受けている方

については、医療証の更新時期である１１月１日から適用することとする経過措置を設

けております。 

 議案第３５号、太子町重度障がい者の医療費の助成に関する条例中改正の件について

の説明は以上でございます。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申

し上げます。 
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○寺町委員長 ただいま、説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第３５号を原案通り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○寺町委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３５号、太子町重度障がい者の医療費の助成に関する条例中改正の件

は、原案通り可決することに決しました。 

 次に、議案第３６号、太子町国民健康保険条例中改正の件、これを議題といたします。 

 本件について説明を求めます。 

○子安保険医療課長 議案第３６号、太子町国民健康保険条例中改正の件につきまして、

ご説明を申し上げます。 

 本条例改正につきましては、令和２年度税制改正に係る地方税等の一部を改正する法

律が令和２年３月３１日に公布されたことに伴い、本町の国民健康保険条例の一部を改

正するものでございます。 

 具体的な改正の内容といたしましては、地方税法の改正により、国民健康保険料の延

滞金の算定の基となる特例基準割合が延滞金特例基準割合に改められたほか、租税特別

措置法第９３条第２項の規定により告示された割合が平均貸付割合に用語が整理された

ことから、本条例に規定される特例基準割合を、延滞金比率特例基準割合に、租税特別

措置法第９３条第２項の規定により告示された割合を、平均貸付割合にそれぞれ改める

ものでございます。 

 それでは、議案書３枚目の新旧対照表をお願いいたします。 

 附則第４条は延滞金の割合に関する規定となっており、第４条中の特例基準割合を延
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滞金特例基準割合に改めるとともに、租税特別措置法第９３条第２項の規定により告示

された割合を平均貸付割合に改めるなどの、もろもろの整備を行っております。 

 次に、１頁お戻りいただきまして、附則ございます。 

 第１条では、本条例を令和３年１月１日から施行することとし、第２条においては、

本条例による延滞金の割合については、令和３年１月１日以降の延滞金について適用す

ることとし、令和３年１月１日より前の期間の延滞金については従前の例によることと

して経過措置を設けております。 

 議案第３６号、太子町国民健康保険条例中改正の件についての説明は以上でございま

す。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○寺町委員長 ただいま説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○斧田委員 今の説明で、あくまでも文言の変更ということでよろしいですか。 

○子安保険医療課長 委員ご指摘のとおり、実質的な割合が何か変わるというものではな

くて、特例基準割合並びに延滞金特例基準割合等々の文言の変更という内容になってお

ります。 

 以上です。 

○寺町委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第３６号を原案通り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○寺町委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３６号、太子町国民健康保険条例中改正の件は、原案通り可決するこ
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とに決しました。 

 次に、議案第３７号、太子町後期高齢者医療に関する条例中改正の件、これを議題と

いたします。 

 本件について、説明を求めます。 

○子安保険医療課長 議案第３７号、太子町後期高齢者医療に関する条例中改正の件につ

いての内容の説明でございますが、本条例改正につきましては、ただいまご審議並びに

ご議決いただきました議案第３６号、太子町国民健康保険条例中改正の件となっており

ますことから、説明につきましては省略させていただきます。何とぞよろしくご審議の

上、ご議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○寺町委員長 ただいま説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第３７号を原案通り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○寺町委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３７号、太子町後期高齢者医療に関する条例中改正の件は、原案通り

可決することに決しました。 

 次に、議案第３８号、太子町介護保険条例中改正の件、これを議題といたします。 

 本件について、説明を求めます。 

○武部高齢介護課長 議案第３８号、太子町介護保険条例中改正の件についての内容のご

説明でございますが、本条例改正につきましては、ただいまご審議並びにご議決いただ

きました議案第３７号、太子町後期高齢者医療に関する条例中改正の件と同じ改正内容
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となっておりますことから、ご説明につきましては省略をさせていただきます。何とぞ

ご審議の上、ご議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○寺町委員長 ただいま説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第３８号を原案通り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○寺町委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３８号、太子町介護保険条例中改正の件は、原案通り可決することに

決しました。 

 次に、補正予算関係の議案第４０号、令和２年度太子町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）、これを議題といたします。 

 本件について、説明を求めます。 

○子安保険医療課長 議案第４０号、令和２年度太子町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）について、内容のご説明を申し上げます。 

 令和２年度太子町国民健康保険特別会計補正予算書の１頁をお願いいたします。 

 第１条第１項予算の総額でございます。既定の歳出予算の総額に１千４２４万３千円

を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億５千９０４万９千円とするものでござ

います。 

 次に、歳出の内容でございますが、８頁、９頁をお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額１２６万５千円は、事業別区

分１の一般管理費事業で、１２節委託料、電算機器プログラム変更委託料で１２６万５

千円を計上いたしております。これは、令和２年度税制改正に係る地方税法の一部改正
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において、徴収の猶予の期間における延滞金の算定の際の割合として、流用特例基準割

合が新たに設けられたことから、滞納管理システムに改修の必要が生じたことから、そ

の改修にかかる経費を計上いたしております。 

 次に、６款基金積立金、１項基金積立金、１目財政調整基金積立金、補正額１千２７

６万８千円は、２４節積立金で、前年度の繰越金のうち、８款諸支出金に計上いたして

おります国・府支出金等返還金に充てた残余を計上し、財政調整基金に積み立てるもの

でございます。 

 ８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、補正額２１万円は、２２節

償還金利子及び割引料の国・府支出金返還金で２１万円を計上いたしております。これ

は前年度、平成３１年度の特定健診等の事業費の確定を受けて、超過交付となった国・

府負担金を返還するものでございます。 

 以上が歳出でございます。 

 １頁お戻りいただきまして、６頁、７頁をお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 ７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正額１２６万５千円は、３

節職員給与費等繰入金で、先ほど歳出の総務費において説明いたしました電算機器プロ

グラム変更委託料の財源として、一般会計から歳出と同額の１２６万５千円を繰り入れ

るものでございます。 

 次に、８款繰越金、１項繰越金、１目前年度繰越金、補正額１千２９７万８千円は、

平成３１年度からの前年度繰越金でございます。 

 令和２年度太子町国民健康保険会計補正予算（第２号）の内容の説明は以上でござい

ます。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○寺町委員長 ただいま説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第４０号を原案通り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○寺町委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第４０号、令和２年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

は、原案通り可決することに決しました。 

 次に、議案第４１号、令和２年度太子町介護保険特別会計補正予算（第１号）、これ

を議題といたします。 

 本件について、説明を求めます。 

○武部高齢介護課長 それでは、議案第４１号、令和２年度太子町介護保険特別会計補正

予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

 補正予算書、令和２年度太子町介護保険特別会計補正予算書の１頁をお開き願います。 

 第１条第１項、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１千６９０万７千円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１３億４千９０２万５千円とするものでござ

います。 

 それでは、補正予算書の８頁、９頁をお開き願います。 

 歳出から説明させていただきます。 

 ４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金、補正額９９５万

９千円は、平成３１年度の決算繰越金から、国・府及び支払基金からの負担金等を精算、

残金を介護給付費準備基金に積み立てるものでございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、補正額６９４万８千円は、

国・府及び支払基金への返還金で、前年度の介護給付費に係る負担金及び地域支援事業

に係る交付金の精算によるものでございます。 

 １頁戻っていただきまして、６頁、７頁の歳入でございます。 

 ４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、補正額１３９万５千円は、

前年度の介護給付費に係る負担金の精算に伴う追加交付分でございます。 

 ６款府支出金、１項府負担金、１目介護給付費負担金、補正額１３６万円は、前年度

の介護給付費に係る負担金の精算に伴う追加交付分でございます。 
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 ９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額１千４１５万２千円は、平成３１年度

決算の歳入総額から歳出総額を差し引きました繰越金でございます。 

 以上で、令和２年度太子町介護保険特別会計補正予算（第１号）の内容のご説明を終

わります。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。 

○寺町委員長 ただいま説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○村井委員 これ、午前中の決算で聞こうか、この予算で聞こうかちょっと迷ったところ

もあるんですけれども、関連して、この福祉文教委員会の一番最後で、今般の新型コロ

ナウイルス関係で、特に今、周りの周辺自治体でも高齢者施設、また、特に自治体の高

齢者向けの支援策というのがちょっと目立ってきているなという感触を私は持っている

んです。太子町でも、やはり高齢者向け支援策、また、高齢者施設のところに、今まで

もマスクとかやっていたと思うのだけれども、そういうようなところの支援策というの

は考えられているのか、大きな意味で、高齢者福祉というところでちょっと質問、お願

いします。 

○武部高齢介護課長 コロナ関連の高齢者向けの支援施策ということでございます。 

 まず、保険料の減免の特例を定める規則を設けております。その後、減免制度を実施

というふうな形で進めております。保険料の減免の対象ということなんですけれども、

感染症の影響により収入が減少した場合、令和２年２月１日から令和３年３月３１日ま

での間に納期限が到来したもの、または到来するものにつきまして減免措置を行うとい

うことで、今現在進めております。保険料の減免内容でございますが、感染症の影響に

よって収入が減少した場合、生計を主として維持する者が死亡または重篤な傷病を負っ

た場合につきましては免除、生計を主として維持する者が事業収入、例えば不動産収入

等、いずれかの減少額が前年の当該収入額の１０分の３以上であり、かつ減少すること

が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得が４００万円以下である場合は減

額と、ただし、事業等の廃止ですとか、あと失業の場合、前年の合計所得金額にかかわ

らず減額の場合は、１０分の１０を減額するというふうにしております。現在、直近で

２件の申請が出ておる状況でございます。 

 以上です。 

○村井委員 あと、高齢者施設の支援というのは、どういうのがあるのか教えてください。 
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○武部高齢介護課長 高齢者施設に対しましては、高齢介護分といたしまして、国、府、

それと民間企業並びに本町の災害活動支援隊等が、サージカルマスク、大体１万枚ぐら

いの提供を受けております。町内の高齢者施設に対しまして、その都度配布を行ってお

ります。また、大阪府におけるイエローステージ発令の際の対応といたしまして、高齢

者施設等へ感染拡大防止、これは当たり前のことなんですけれども、マスクの着用であ

ったりとか、アルコール消毒等の徹底を電話で呼びかけておる状況でございます。 

 以上です。 

○村井委員 先ほどの減免制度のことなんですけれども、やはり高齢者って、なかなか私

が聞いていても、理解、それから手続というところがなかなか難しい状況にある方が多

いと思うので、その辺、まず知らせるというところから工夫していただいて、窓口対応

でしっかりと対応してもらいますように要望しておきます。 

○寺町委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○寺町委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第４１号を原案通り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○寺町委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第４１号、令和２年度太子町介護保険補正予算（第１号）は原案通り可

決することに決しました。 

 以上で、本日の審議事項は全て終了いたしました。 

 これにて委員会を閉会いたします。 

 どうもご苦労さまでございました。 

午後 ２時０３分 閉 会 
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